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中世における牛玉宝印の料紙について  
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はじめに 

牛玉宝印は、寺社の修正月会や修二月会など

の新年の予祝行事において給付される護符の一

種であり、転じて起請文の料紙などにも用いら

れた。筆者は、別稿において東寺百合文書に残さ

れている中世の起請文の料紙に転用された牛玉

宝印の損傷状況を検討した結果、これらは悉く

一旦護符として使用された牛玉宝印を探してき

て、たとえ損傷があってもこれを起請文の料紙

として使用したことを指摘してみた。しかし、近

世においては、中世のように護符として使い古

した牛玉紙（以下、牛玉宝印の料紙を「牛玉紙」

と称することにする）ではなく、はじめから起請

文を書くためにこれを調達したのではないかと

推測した。そして、起請文に牛玉紙が用いられた

理由は、起請文が直接ないし間接的に神仏に充

てる文書であることに求められるとした1)。しか

し、起請文の料紙は全て牛玉紙に書かれるわけ

ではなく、その理由については今後の課題とし

た。また、その考察においては起請文料紙に転用

する牛玉紙の損傷状況について検討しただけで、

護符としての牛玉紙の紙質そのものについては

述べることができなかった。 

また、筆者はさらに別の稿2)において、経典や

勧進帳などの神仏が発給するとみなされる文書

には、普通の素紙（白紙）は用いず、何らかの加

工紙・装飾紙に書かれる法則性があることを指

摘した。本稿では、上の牛玉宝印が神仏から発給

する形をとるとすれば、どのような料紙に刷印

（手書きのものもある）されているのか、その紙

質そのものを検討し、何故にこのような紙質を

有しているのかその意味を考えてみたい。 

 

1 東寺百合文書現存の牛玉宝印料紙と

紙質調査法 

現在東寺百合文書に残されている牛玉宝印の

料紙は、60 通の起請文料紙に転用された 65 枚の

牛玉紙である。牛玉宝印が発行された日付がわ

かるものは、建武 2 年（1335）正月 1 日に配布

された木版刷の熊野山宝印のみであり、これは

その 11 年後に貞和 2 年（1346）9 月日沙弥蓮性

等連署起請文の料紙に転用されている3)。そのほ

かの牛玉宝印は明確な配布日が明らかではない

が、護符として配布され使用された後の間もな

い時期に起請文料紙として使用されたものと考

えられる。したがって、その配布日は、起請文の

日付を 1 年ないし十数年遡るものと考えられる。 

ここでは、近似値として起請文の日付をもっ

て牛玉紙の配布された時期とみなして論を進め

ることにする。東寺百合文書に現存する も古

い牛玉紙は、正安 4 年（1302）の太良庄百姓僧厳

円等連署起請文の料紙に転用された木版刷の熊

野山宝印であり、 も新しい牛玉紙は、天文 23

年（1554）の宝厳院祐重起請文の料紙に転用され

た木版刷御影堂宝印である。これを時代別にみ

ると、鎌倉時代 2 枚、南北朝時代 29 枚、室町時

代（明応 2 年（1493）まで）32 枚、戦国時代 2 枚

となる。東寺に残る牛玉紙は南北朝・室町時代の

ものが中心である。 

つぎに 65 枚の牛玉紙を種類別に集計すると、 
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東寺から配布する牛玉宝印は、御影堂牛玉宝印

が 23 枚（うち木版刷 15、手書 8）、教王護国寺

牛玉宝印が 2 枚（手書）、千手堂牛玉宝印 1 枚（手

書）、夜叉神牛玉宝印が 2 枚（手書）で、合計 28

枚（うち木版刷 15、手書 13）である。御影堂宝

印が木版刷になる も古いものは、永和 4 年

（1378）の性実起請文に使われているものである

が、それ以前の御影堂宝印は全て手書であり、そ

れ以後は全て木版刷である。したがって、このこ

ろに御影堂宝印の版木が作られたと考えられる。

また、教王護国寺・千手堂・夜叉神の牛玉宝印は、

中世を通じて版木はなく、東寺執行が筆で手書

していたと思われる。 

東寺以外の寺社が発行している牛玉宝印は、

熊野山宝印4)が 21 枚（全て木版刷）、那智瀧宝印

が 2 枚（木版刷）、金峰山宝印 4 枚（全て手書）、

鞍馬寺宝印 3 枚（全て手書）、あとは木版刷の八

幡新宮宝印・彦山宝印が各 1 枚、手書の根本中

堂宝印・日吉七社宝印・善通寺・珍楽寺・福田寺

宝印が各 1 枚があり、合計 37 枚が残されている。

熊野山宝印は鎌倉時代のものからすでに木版刷

であり、その古さが窺われる。東寺百合文書現存

のものでいえば、室町中期の長禄 3 年（1459）に

木版刷那智瀧宝印が現れる以前から多く使用さ

れている5)。ただし、これらの熊野山宝印・那智

瀧宝印には、相田二郎が指摘する烏点の文様が

書かれたものは一つもない6)。このほかに木版刷

のものは八幡新宮宝印と彦山宝印のみであり、

中世では熊野三山のように大量に印刷して広く

牛玉宝印を配るというようなことが少なかった

のであろう。以上の牛玉宝印を牛玉宝印種別・時

代別に集計すると、表 1 東寺百合文書現存牛玉

宝印種別時代別集計のとおりである。 

筆者は、 近京都府立総合資料館の好意によ

り、以上の東寺百合文書現存の牛玉紙合計 65 枚

について、その紙質調査をさせていただいた。そ

の結果は、表 2 東寺百合文書現存牛玉宝印紙質

調査結果のとおりである。その内容については、

次節以下で述べるが、まずこの表の項目の意味

を説明することによって、その調査方法と調査

の意義を述べておきたい。 

「起請文日付」及び「起請文名」は、牛玉宝印

がその料紙として転用されている起請文の日付

及びその名称である。前述のように牛玉宝印は

発行日がわからないものがほとんどであるが、

発行ののちの数年のうちに起請文料紙に転用さ

れたものと考えられるので、「起請文日付」が牛

玉宝印発行年の近似値と看做した。「西暦」は「起

請文日付」のうちの和年号の西暦換算値である。

「番号」は東寺百合文書の文書番号で、例えば「お

7」とは「お函 7 号」であることを示す。「刷書

別」は牛玉宝印が木版刷であるか手書きである

かの別、「牛玉社寺」は牛玉宝印を発行した寺社

名を示した。「紙種」は調査の結果として筆者が

判定した牛玉宝印の料紙に使われている紙の種

類の名称である。 

以下の項目は、牛玉宝印の料紙の計測・観察の

結果である。「縦」・「横」・「厚」・「重」は、それ

ぞれ縦寸法（単位 mm）・横寸法（単位 mm）・厚

さ（単位 mm）・重さ（単位 g）である。ただし、

裏打修補されているものの厚さは、裏打を含む

数値から裏打紙相当と思われる数値を引いたも

ので、正確なものではなく、参考値として載せて

いる。また、裏打修補及び続紙のものの重さは裏

打紙を含む重さ及び続紙全体の重さを案分して

いるので、これも参考値に過ぎない。「比率」は

「横」を「縦」で割って得た計算値で、縦横の比

率を表す。「密度」は、重さ÷（縦寸法×横寸法

×厚さ）の計算式により求めた比重で、紙の繊維

の詰まり具合すなわち堅さを判断するバロメー

ターでもある。 

「簀数」は紙の表面に着いた簀目の 1 寸当たり 
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の本数で、15～18 本ぐらいを境として、少ない

ものは萱簀、多いものは竹簀でもって漉かれた

ものと考えられる。「簀目」は、簀目の目立ち具

合と、簀目が紙の表裏どちらにあるかを示した。

目立ち具合は、「顕著・僅か・透視・微か・不詳」

の順位であり、簀目の裏表は起請文の字面の裏

表を示した。すなわち、牛玉宝印から見れば表裏

が逆になっている。「糸数」は漉簀の籤を編んで

いる糸の痕の幅である（単位 mm）。「糸目」は糸

目の目立ち具合で、やはり「顕著・僅か・透視・

微か・不詳」の順位である。「板目」は、漉き上

げた紙を乾燥する際に板に干すことが多いが、

その板面が当たった面が裏か表か、また板の木

目が紙の表面に着いている程度を「顕・微」で表

示した。この表裏も起請文の字面から見た表裏

を示す。紙の光沢のある方や簀目が押し潰され

ている方が板目の面である。板の木目が顕著な

紙は、古い干し板を使用しているものであるか

ら、品質は粗悪なものが多い。 

「繊維」は原料の繊維の種類を、「楮」単独、「楮

斐」交り、「楮椏」交り、「楮竹」交りの別で示し

た。「切断」は繊維の叩解前に繊維切断の工程を

行っているかどうかを示した。「切断」と記載さ

れているものが切断を確認できたものであるが、

何も記載されていないものも、確認しなかった

だけで、ほとんどの紙の繊維が切断されている

といってよい。繊維を叩解するに先立ち、白皮の

原料を 5mm 以下に切断するもので、これによっ

て長さ 15mm 程度である楮の繊維が 5mm 以下に

なり、肌理の細かい紙ができる。切断の判定方法

は、繊維束を観測し、繊維束が 15mm 以下で、切

断面があれば切断されていると判断できる。 

「米粉」は填料として米粉が入っているかどう

か、その程度を「多・有・少・無」の段階で示し

た。「白土」は填料として白土が入っているかど

うか、これも米粉と同様に「多・有・少・無」の

段階で示した。米粉や白土を填料として加える

と、紙をより白く柔らかくする効果があるが、粗

悪な紙を少しでも良く見せる効果もある。「瑕疵」

は原料の繊維に折曲・損傷・混在・墨付や藍染め

繊維や紙片の混入などの瑕疵があるかどうか示

した。「米粉」から「瑕疵」までは、料紙にライ

トパネルから透過光を当て 100 倍の顕微鏡で観

察した。「打紙」は、紙を堅くして滲め止めや平

滑化を企るために打ち固める作業で、その度合

いを「強・有・軽・無」の順で表示した。「染色」

は染紙されているかどうか、「丁子染・黄蘗染・

有・無」の別を表示した。 

これらの調査項目のうち、「簀目」「糸目」「板

目」「米粉」「白土」「打紙」などの顕・微や多・

少の程度については、かなり主観的な判断に依

拠している。将来、これらを数値化するなど、よ

り客観性を高めることが今後の課題である。 

 

2 牛玉宝印料紙の質量 

東寺百合文書に現存する牛玉宝印の紙質につ

いて、前節で縷々述べた方法によって調査する

と、表 2 のような調査結果を得た。本節以下で

は、この表のデータに基づき調査結果を略述し

てみたい。 

黒川直則は、かつて東寺に伝来した起請文全

てを検討し、起請文 277 通のうち牛玉宝印に書

いたもの 88 通を確認し、起請文に使用されてい

る牛玉宝印の種類、東寺寺内の牛玉宝印の作成・

給付のされ方、その牛玉宝印の起請文料紙への

使われ方などについて論及している7)。しかし、

牛玉宝印の紙質そのものについては、「杉原紙」・

「檀紙」・「雑紙」などの史料にみえる名称を指摘

するにとどまり、それがどのような紙質でどの

ような性質の紙であったかまでは追究してはい

ない。 

黒川が指摘する牛玉宝印の紙質を確かめるに 
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先立ち、まず表 2 のうち、その質量（縦横寸法・

比率・厚さ・重さ・密度）について検討を加えて

おきたい。この調査結果によれば、東寺に現存す

る牛玉宝印の縦寸法の平均値は 291mm（ 大値

338mm、 小値 246mm）、横寸法の平均値 433mm

（ 大値 514mm、 小値 320mm）、縦横比率の平

均値が 1.49（ 大値 1.73、 小値 1.25）、厚さの

平均値 0.13（ 大値 0.20、 小値 0.07）、重さの

平均値 5.6g（ 大値 10.2g、 小値 2.6g）、密度

の平均値 0.35（ 大値 0.58、 小値 0.25）であ

る。平均値の外に 大値と 小値も書き添えて

みた。縦寸法・横寸法・縦横比率・重さ等の 大

値と 小値の格差が非常に大きいが、これは時

代差による違いではなく、牛玉宝印を配布する

寺社の別や起請文料紙への転用の際の切断など

に起因しているようである。 

そこで、これらの東寺百合文書に現存する牛

玉宝印の類の質量を、中世の牛玉宝印以外の文

書の質量と比較し、また近世の牛玉宝印の質量

とも比較して、中世の牛玉宝印の質量的な概観

をおさえておきたい。比較の対象としては、手許

に材料のある東寺百合文書に現存する室町幕府

奉行人奉書の群類と、近世の薩摩藩に提出され

た琉球国王・摂政・三司官の起請文に使用された

牛玉宝印の群類を撰んでみた。これらを比較す

るために作成してみたものが、表 3 文書群別料

紙質量データ比較である。 

表 3 のうちの「A 百合文書起請文」は、東寺百

合文書に現存する 65 枚の牛玉宝印料紙全体の群

類の数値、「B 御影堂宝印」は東寺百合文書に現

存する牛玉宝印のうち 23 枚を数える東寺御影堂

の修正会で配布される御影堂牛玉宝印の群類の

数値、「C 熊野山宝印」は同じく東寺百合文書に

現存する 23 枚の熊野山宝印（那智瀧宝印を含む）

の群類の数値である。B 御影堂宝印も C 熊野山

宝印も他の牛玉宝印よりも比較的大きめのもの

であるが、この両者にも多少の違いがある。「D

百合奉行人奉書」は東寺百合文書に現存する竪

紙の室町幕府奉行人奉書 54 通の数値8)、「E 百合

奉行紙質調査」は東寺百合文書に現存する竪紙

及び折紙の室町幕府奉行人奉書のうちで過去に

料紙調査の対象とされ、データが採れている 9 通

分の数値である。この両者は、前者が永和 2 年

（1376）から永禄 2 年（1559）までの 180 年間余

の室町期全般にわたるものであるのに対し、後

者は享徳 3 年（1454）から永正 7 年（1510）まで

の 60 年間弱の室町中期ころに限定されるもので

あり、その分布期間に相違があるため数値にも

相違がみられる。この室町幕府奉行人奉書は、そ

の料紙に中世の杉原紙が用いられる文書である

から、中世の牛玉宝印の紙質と比較するにはふ

さわしい文書群類である。「F 琉球国起請文」は

島津家文書に現存する琉球国起請文のうち今回

急遽調査した 24 通の数値である9)。これは寛文

10 年（1670）から文化 9 年（1812）までの 140

年間余のものである。この起請文の料紙には、熊

野山宝印と那智瀧宝印が使用されており、C 中

世の熊野山・那智瀧宝印との比較をするには恰

好の資料といってよい。この表 3 の項目として

は、「縦」が縦寸法、「横」が横寸法、「比」が縦

横比率、「厚」が厚さ、「重」が重さ、「密」が密

度を示し、数値はそれぞれ平均値・ 大値・ 小

値を示した。 

まず第一に、質量のうち縦寸法・横寸法・縦横

比率について考えてみよう。東寺百合文書に現

存する牛玉宝印全体（A 百合文書起請文）、その

うちの B 東寺御影堂宝印、および C 熊野山・那

智瀧宝印の中世の三つの牛玉宝印群同士を比較

してみると、縦寸法の平均値では A が 291mm、

B が 300mm、C が 291mm である。B 御影堂宝印

が A 全体の平均より約 1cm 大きく、C 熊野山・

那智瀧宝印は A 全体の平均と同じ値である。横

58



 
 

中世における牛玉宝印の料紙について 

（富田） 

 

寸法の平均値をみると、A が 433mm、B が 483mm、

C が 411mm である。B 御影堂宝印が A 全体の平

均より 5cm 大きく、C 熊野山・那智瀧宝印は A

全体の平均よりも 2cm 以上、B 御影堂宝印より

7cm 余も小さい。おそらく、C 熊野山・那智瀧宝

印は、起請文料紙に転用する際に端裏部分の銘

文などを 5cm ぐらいは切り落として使用してい

る可能性がある10)。これを縦横比率で確認する

と、A が 1.49、B が 1.61、C が 1.41 である。B 御

影堂宝印が A 全体の平均よりやや横長であり、

C 熊野山・那智瀧宝印は A 全体の平均よりもや

や縦長になっている。一般に文書料紙の縦横比

率は、中世は黄金比 1.6、近世は白銀比 1.4 であ

るとされるが、B 御影堂宝印は黄金比であるか

ら中世の文書に応じた比率であるのに対し、C 熊

野山・那智瀧宝印は中世のものとしてはその比

率が小さ過ぎ、これによっても横寸法が余分に

切除されている可能性が確かめられる。 

つぎに、A～C の中世の起請文料紙である牛玉

宝印群と D～E の中世の杉原紙を料紙とする室

町幕府奉行人奉書群とを比較してみる。「D 百合

奉行人奉書」および「E 百合奉行紙質調査」での

縦寸法の平均値は、D が 286mm、E が 278mm で

あり、室町中期のみの E が、室町期全般に亘る

D よりも約 1cm 近く縦寸法が短くなっている。

これらの数値は、B 御影堂宝印より 1.4～2.2cm

も短く、C 熊野山宝印に比べても 0.5～1.3cm ほ

ど短い。また、横寸法の平均値をみると、D が

472mm、E が 466mm である。E の平均が D の平

均よりも約 0.6cm 横寸法が短くなっている。中

世後期には横寸法においても小さくなる傾向が

確認される。これらの数値は、B 御影堂宝印より

は 1.1～1.7cm 短く、C 熊野山宝印よりは 6.1～

5.5cm 長い。このことから、C 熊野山宝印はとも

かく B 御影堂宝印は、質量的には室町幕府奉行

人奉書の杉原紙に近い数値、あるいはこれをや

や上回る数値を示しているといえる。また、C 熊

野山宝印においても、起請文の料紙に転用され

るときに横幅を比較的多めに切断していると考

えれば、起請文料紙転用前の質量はおそらく室

知幕府奉行人奉書と同じか、それをやや上回る

質量を備えていたともいえる。さらに、縦横比率

の平均値をみると、D が 1.65、E が 1.68 である。

いずれも中世文書の縦横比である黄金比を上回

っており、したがって B の 1.61、D の 1.41 とい

う数値よりも高めである。しかし、A～C の中世

の牛玉宝印群と D～E の中世の室町幕府奉行人

奉書群との縦横寸法や比率の相異が、もし A～C

の牛玉宝印群が起請文の料紙に転用された時の

切り落としが原因であるとするならば、転用前

における牛玉宝印料紙の縦横寸法は、室町幕府

奉行人奉書に使われている杉原紙と同程度であ

ったと考えてよいのではあるまいか。 

質量の比較として 後に、A～C 中世の牛玉宝

印群と F の近世の琉球国起請文の牛玉宝印群と

を比較してみる。表 3 の F 琉球国起請文の牛玉

宝印群は、縦寸法の平均が 225mm、横寸法の平

均が 291、縦横比率の平均が 1.29 である。近世

における文書の縦横比率は、白銀比 1.4 程度とい

われるからこの値は少し小さい。縦が 225mm で

あるとすれば、横はその 1.4 倍であるから、近世

の紙ならば 315mm なければならず、それよりも

2.4cm は短い。おそらくこれも、起請文の料紙に

転用した時に端裏部分を切除したものではなか

ろうか。それはともかく、縦寸法は、A 百合文書

起請文や C 熊野山宝印などよりも 6.6cm、B 御影

堂宝印よりも 7.5cm も短い。横寸法についても、

A 百合文書起請文よりも 14.2cm、B 御影堂宝印

よりも 19.2cm、C 熊野山宝印よりも 12cm 小さ

いのである。F 琉球国起請は近世の熊野山宝印か

那智瀧宝印であり、C 熊野山宝印は中世の熊野

山宝印か那智瀧宝印である。したがって熊野牛
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玉宝印だけを比べてみても、中世から近世に至

ると縦横ともにかなり小さくなっていることが

確認できる。そこで、仮に F 琉球国起請文の牛

玉宝印群の横寸法を縦寸法に変え、縦寸法の 2 倍

の数値を横寸法にしたらどうであろうか。計算

してみると、縦は 291mm、横は 450mm となるか

ら、この数値は A 百合文書起請文の平均値の縦

291mm 横 433mm、D 百合奉行人奉書の平均値の

縦 286mm 横 472mm にほぼ近い値となる。近世

には杉原紙を縦に二等分した長方形の縦横を入

れ替えた大きさの半紙が使われはじめるが、ま

さに A 百合文書起請文や D 百合奉行人奉書の杉

原紙が全紙だとすれば、近世の牛玉宝印は半紙

を用いているということができるのである。 

つぎに、質量のうち厚さ・重さ・密度について

考えてみる。「A 百合文書起請文」、そのうちの

「B 御影堂宝印」そして「C 熊野山宝印」の 3 者

を、表 3 のデータに基づき比較してみると、厚

さの平均値では A が 0.13mm、B が 0.13mm、C

が 0.14mm である。C 熊野山・那智瀧宝印→A 百

合現存全体平均・B 御影堂宝印の順の厚さであ

るが、その差はわずかで、ほぼ同じ厚さと言って

よい。重さの平均値をみると、A が 5.6g、B が

5.9g、C が 6.1g であり、これも C 熊野山・那智

瀧宝印→B 御影堂宝印→A 百合現存全体平均の

順の重さである。C と B では 0.2g の差で殆ど同

じであるが、B・C 以外の牛玉宝印はやや軽いと

いう結果である。密度の平均値をみると、A が

0.35、B が 0.32、C が 0.39 であり、これは C 熊

野山・那智瀧宝印→A 百合現存全体平均→B 御

影堂宝印の順の単位当たりの重さである。密度

は原料の繊維や填料によって異なるが、紙打ち

の強弱によって も影響を受けるので、その反

映であるとも考えられる。 

また、A～C の中世の牛玉宝印の料紙と E 室町

奉行人奉書の料紙とを比較してみる（D 奉行人

奉書は厚さ・重さ・密度の計測・計算をしていな

いので考察の対象外とする）。E 室町奉行人奉書

の料紙の厚さの平均は 0.15mm、重さの平均は

4.6g、密度の平均は 0.23 である。厚さでいえば、

E 室町奉行人奉書は、中世の牛玉宝印のうち も

厚手の C 熊野山宝印よりも 0.01mm 厚いが、そ

の差はわずかでほぼ同じといってよい。重さは A

～C のうちで も重い C 熊野山宝印より 1.5ｇ

（約 4 分の 3 の重さ）、 も軽い A 百合現存全体

平均よりも 1.0g 軽い（約 5 分の 4 の重さ）。密度

の平均でいうと、A～C の牛玉宝印の約 3 分の 2

の単位当たりの重さしかない。つまり、奉行人奉

書の料紙である杉原紙よりも、中世の牛玉宝印

の方が繊維の目が詰まっていて堅いということ

ができる。これは、牛玉宝印の料紙が杉原紙とは

異質の紙であるか、または杉原紙であっても紙

打ちされているということを示している。 

さらに、A～C の中世の牛玉宝印の料紙と近世

の F琉球国起請文の料紙とを比較してみたいが、

残念なことにこれらは前文 1 紙と罰文 8 紙ぐら

いの牛玉紙とを継いだ形態なので、牛玉紙 1 紙

分の重さが計測できず、したがって密度の計算

もできなかった。厚さの平均だけを示せば、

0.08mm である。この数値は、C 中世の熊野山宝

印の料紙の半分に近い薄さであり、A 百合現存

全体平均の 3 分の 2 の薄さである。 

以上、中世の牛玉宝印料紙の質量についてま

とめておくと、中世の牛玉紙は中世の室町奉行

人奉書の料紙（杉原紙）に比べると、縦寸法はこ

れを上回るが、横寸法は相当に短い。これは牛玉

紙が製作された時には杉原紙に匹敵した寸法で

あったものと考えられるが、起請文の料紙に転

用された時に横幅部分は縦幅よりも大きな比率

で切断されてしまった結果短くなったと考えら

れる。その証拠として、縦横比率でみると中世の

文書の縦横比率 1.6 と同程度か、室町幕府奉行人
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奉書の杉原紙の縦横比率 1.65～1.68 よりも少し

低い数値になっている。厚さは奉行人奉書とほ

ぼ同程度であるが、重さはこれを上回り、したが

って密度もかなり高い。これも、中世の牛玉宝印

料紙が室町幕府奉行人奉書料紙の杉原紙と異質

の紙質であるか、あるいは杉原紙を紙打ちした

ものであることを予想させる。また、中世の牛玉

宝印と近世の牛玉宝印の質量を比べてみると、

近世の牛玉宝印は中世牛玉宝印の縦で 4 分の 3、

横で 3 分の 2 の大きさである。つまり、近世の

牛玉宝印は、中世の牛玉宝印が杉原紙の全紙と

同等の大きさだとすると、その半分の面積の紙

である半紙に書かれたということができる。ま

た、その縦横比率も近世文書の縦横比率 1.4 より

かなり低いものであるが、これも起請文料紙転

用の際横幅が切り詰められた結果であろう。そ

の厚さは、中世牛玉宝印の 3 分の 2 程度で、か

なり薄手のものとなっていることもわかる。 

 

3 牛玉宝印料紙の紙質 

前節では東寺百合文書に現存する牛玉宝印料

紙の質量について述べたが、この節ではその紙

質について検討を加える。黒川直則は、前述の論

文において中世東寺の修正会で配布される牛玉

宝印の料紙について、史料上では「杉原紙」「檀

紙」「雑紙」の 3 種がみえることを指摘している。 

これらの紙種のうち、「杉原紙」については、

中世を代表する書状料紙と考えられるが11)、確

かに黒川が指摘するように、文明 15 年（1483）

の東寺執行日記には、千手堂修正において別当・

導師・執行が「杉原牛玉」を配分された旨の記事

がある。私見によれば、杉原紙は時代により紙質

の変化が見られ、超時代的に一様な紙でない。し

かし、竹簀で漉かれ簀目があまり目立たない柔

らかめのもので、檀紙よりランクがひとつ落ち

る紙である点では、時代を通じて変化がない。楮

を主原料にして漉き上げられる紙であり、鎌倉

時代には非繊維物質の残存が少なくなく、これ

を隠すために米粉を適宜加えて白く柔らかめの

紙質に仕上げていた。公文書としては手続文書

としての御教書等にも用いられる。室町時代で

は、室町幕府奉行人奉書などのように非繊維物

質の残存が少なくなるとともに、米粉をより多

く加えた、白くて非常に柔らかい類も登場する。

江戸時代には、非繊維物質の残存が殆どなくな

り、米粉を多く入れた紙に変化するのである。そ

して、江戸の杉原紙を大きく厚くし、良質化した

ものが奉書紙にほかならない12)。なお、湯山賢一

は漉返紙に米粉が入っているものも、杉原紙と

呼ばれていた可能性も指摘しているが、頷ける

見解である。したがって、中世の牛玉宝印に用い

られたという杉原紙とは、このような多彩なイ

メージをもち、かつ檀紙よりもワンランク格下

の料紙と考えてよいであろう。 

牛玉宝印に「檀紙」が使われていることについ

ては、黒川は具体的な史料を提示していない。別

に「檀紙」を料紙としたものがあってもいいとは

思うが、筆者は現存している実物において檀紙

を料紙とした牛玉宝印は確認していない。檀紙

は、萱簀で漉かれるため簀目が目立ち、大きく厚

く、公文書としては公験等に用いられる点は、時

代を越えて一様ではあるが、やはり時代によっ

て紙質にやや変遷があり、名称にも変化がみら

れる。鎌倉時代には檀紙と呼ばれ、非繊維物質の

残存が少なく、念のためのように少量の米粉を

加えた、白く優雅でありながら、大きく厚くかつ

松皮襞をもつ紙であった。南北朝期から室町期

にかけては、非繊維物質を大量に残し、米粉を全

く加えない料紙が現れ、檀紙と同じ公験文書に

使用される。これは、黄ばんだ簀目痕や松皮襞を

もつごわごわした強紙で、強杉原と呼ばれる。戦

国時代には、強杉原の非繊維物質が少なくなり、
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強紙の腰が少し弱くなるといわれるが、米粉は

全く加えられない点は室町期と同じである。桃

山時代の豊臣秀吉の時代から、この強杉原の高

（縦寸法）を 1.5 倍の大きさにした大高檀紙が使

用され始める。江戸時代の大高檀紙は、非繊維物

質を全く残さない純白の繊維のみで漉き上げ、

極上の紙へと変化する。しかし、萱簀で漉くため

簀目が目立ち、大きく厚い公験に用いる料紙と

いう点では、時代を越えて変わらない。そのため

に、鎌倉～南北朝期の檀紙、南北朝期～戦国期の

強杉原、桃山期～江戸期の大高檀紙は、広義の檀

紙類と看做されるようになった13)。 

「雑紙」については、黒川は東寺執行日記の弘

治 2 年（1556）正月 10 日条の記事「十日、夜叉

神修正在之、牛玉雑紙ニテ廿余枚書テ出也」を引

く。すなわち、正月 10 日の夜叉神修正において

は、東寺執行が 20 数枚の夜叉神牛玉宝印を「雑

紙」に手書きして発給しているのである。それで

は、「雑紙」とはどのような紙であろうか。牛玉

宝印の料紙は、神仏が出す護符であるから、経

典・願文・勧進帳・都状や天皇文書のように特殊

な紙に書かれるはずである。にもかかわらず、牛

玉宝印が「雑紙」に書かれるということであるが、

筆者にはそこになにがしか特別な意味が隠れて

いるように思えてならない14)。上島有は中世文

書の料紙分類の 1 つに「その他の雑紙」をあげ、

「公文書の料紙よりは質の落ちる様々な料紙」と

定義している。しかし、続けて「これらもその料

紙を細かく調べてみると興味ある事実がみられ

ると思うが、現段階ではこの程度の考察にして

おきたい」15)と述べ、その考察を先延ばしている

から参考にはならない。ここから先は、「雑紙」

とは何か自分で考えていくしかないであろう。 

そのためにはまず、東寺百合文書に現存して

いる牛玉宝印の原本の料紙に当たって、中世の

牛玉宝印の紙質が黒川の指摘するように「杉原

紙」や「雑紙」といってよいのかどうか検討して

みるほかないであろう。表 2 のうち「繊維」とい

う項目には、これらの牛玉宝印の料紙がどのよ

うな植物繊維で漉き上げられているか、繊維の

種類を書き上げた。「楮」とは楮の繊維単独で漉

かれていると思われるもの、「楮斐」とは楮の繊

維と雁皮の繊維とが混在していると思われるも

の、「楮椏」とは楮の繊維と三椏の繊維とが混在

していると思われるもの、「楮竹」とは楮の繊維

と竹の繊維とが混在していると思われるもので

ある。このうち、「楮斐」「楮椏」「楮竹」のよう

に 2 種以上の繊維が混じっている紙は漉返紙の

可能性が高い。竹紙は日本の前近代においては

製作されていないから、竹の繊維は中国からの

舶来した竹紙の反故が混入したと考えてよい。

表 2 のデータのうち紙質に関係する部分につい

て、牛玉宝印の種類別に集計したものが、表 4 牛

玉宝印種別紙質データ集計 I である。表 2 の「繊

維」の項目に関わるデータ内容が、表 4 の集計

では「楮」「楮斐」「楮椏」「楮竹」の諸項目とな

っている。表 4 の集計をみると、楮単独で漉か

れた牛玉紙が 38 枚、楮と雁皮と混じったものが

23 枚、楮と三椏と混じったものが 3 枚、楮と竹

と混じったものが 1 枚である。したがって、楮

単独以外の 2 種以上の繊維が混じっている牛玉

紙が 27 枚にのぼり、これらは漉返紙の可能性が

高い。しかし、楮単独の繊維で漉かれた牛玉宝印

の料紙も漉返ではないとは言い切れない。 

また、表 2 の「瑕疵」の項目は、料紙原料の繊

維に「折曲」・「損傷」・「混在」・「墨付」・「藍染繊

維」の混入や「紙片」の混入などの瑕疵があるか

どうかを示したものである。これらの瑕疵は、そ

れぞれ「折」「傷」「混」「墨」「藍」「片」などの

一文字の記号でデータとして示した。2～3 つの

瑕疵がある場合は、これらの 2～3 文字で示され

る。これらのデータも牛玉宝印の種類毎に集計
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し、表 4 の「折曲」「損傷」「混在」「墨付」「藍入」

「紙片」「瑕疵」「疵無」の各項目に示した。「折曲」

とは顕微鏡で料紙の繊維を覗いた時、多くの繊

維が折り曲がっていることが確認できるもので

ある。生漉きの料紙の繊維はほぼ真っ直ぐに伸

びているが、何度も漉き返されている繊維はく

たびれて折り曲がってしまうのである。このよ

うな折曲が確認できたのは全体 65 枚のうち 35

枚にのぼる。「損傷」とは、繊維が折り曲がるだ

けではなく、繊維が破れたり千切れたりして損

傷しているものであり、これも生漉きの紙には

みられない。このように繊維が損傷を受けてい

る牛玉紙は合計 12 枚を数える。 

「混在」とは、さきにみたように料紙の原料の

繊維が楮単一ではなく、2 種類以上混じっている

ものである。漉返の原料になる反故紙は、楮紙の

ものが圧倒的に多いが、なかには斐紙・三椏紙・

染紙などの繊維が混じり、ときとして舶来の竹

紙・唐紙の繊維を一緒に原料とするものがある。

このように 2 種以上の繊維が混じっているもの

は、この例では既に述べたように「楮斐」「楮椏」

「楮竹」の 3 種が確認できた。その合計は全体 65

枚のうちの 27 枚であった。「墨付」とは、文字が

書かれた反故紙を漉き返す場合、墨の色を抜く

ため繊維をよく水洗いすることが行われる。し

かし、それが充分行われない場合には、漉き返し

た紙に墨の付着した繊維が残る場合がある。こ

のような墨付き繊維をもつ料紙は 4 枚ほど確認

できた。 

「藍入」とは、藍で染めた繊維が混入している

料紙である。このように藍の繊維を入れる手法

は、青味付けといって白い紙をより白く見せる

ために黄や赤の補色である青の繊維を加えるも

のといわれる。宿紙や漉返紙にもときおり見か

ける繊維であるが、上品の紙にも用いられるこ

ともあり、必ずしも漉返紙にだけ加えられるわ

けではない。これらの牛玉紙では、合計 4 枚ほ

ど検出できたが、このうち 3 枚は表 2 のデータ

では「折藍」「藍混」のように繊維の折曲がりや

2 種以上の繊維の混合された料紙に入っている

ものである。とすれば、この藍入れは漉返の故に

入れられたものと考えなければならない。「紙片」

とは、反故紙が完全に叩解されずに、小紙片の形

を留めて料紙に漉きこまれてしまったもので、

宿紙などではよく見かけるものである。これも

漉返紙の故に入ったと考えてよい。墨を脱色し

た漉返紙においては、漉返であると分からない

ように配慮するから、あまり見かけないが、これ

らの牛玉宝印では 2 枚ほど確認された。 

これらの「折曲」から「紙片」までの何らかの

項目にあてはまるものを集計したものが表 4 の

「瑕疵」項目で、その合計が 54 枚である。 後

に、これらの瑕疵が 1 つもないものは表 4 の「疵

無」項目で、その合計は 11 枚である。「瑕疵」54

枚のうち「藍」のみと記載される表 2 の 64 明応

8 年（1499）の妙観院公遍等連署起請文の料紙に

転用された東寺御影堂牛玉宝印は、繊維の瑕疵

とは認めがたいから、これを除くと、東寺百合文

書に現存する牛玉宝印の料紙で、その成分繊維

においてなんらかの瑕疵があるものは、53 枚と

なる。これは総数 65 枚の 81.5％にあたり、全て

漉返紙と考えてよいであろう。したがって、黒川

直則が東寺発行の牛玉宝印の料紙として史料に

見えるものとして指摘した「雑紙」とは、この漉

返紙に当たると考えられる。これは、東寺発行の

牛玉宝印の料紙に限らず、熊野山宝印等の他寺

社配布の牛玉宝印のそれについても当て嵌まる

ことであろう。 

東寺百合文書に現存する牛玉宝印 65 枚のうち

8 割強の 53 枚は、「雑紙」と呼ばれる漉返紙と判

断したが、それでは残りの 12 枚の料紙はどのよ

うな紙種になるであろうか。これら 12 枚の牛玉
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宝印は、表 4 でいえば「疵無」項目のグループに

相当するが、表 2 でいえば、6 貞和 2 年（1346）

の熊野山宝印（沙弥蓮性等の起請文料紙、以下括

弧内に料紙に転用された起請文発給者の名を記

す）、9 文和 4 年（1355）の日吉七社宝印（宝荘

厳院寺辺沙汰人百姓等）、11 延文 2 年（1357）の

八幡新宮宝印（太良庄公文禅勝）、14 康安元年

（1361）の珍楽寺宝印（太良庄公文禅勝）、19 貞

治 2 年（1363）（大山庄定使道正）、40 永享 9 年

（1437）（上久世庄利倉弥九郎等）、53 長禄 4 年

（1461）（東寺若衆）の御影堂宝印、54 長禄 4 年

（東寺若衆）・55 寛正 3 年（1463）（上久世庄百姓

等）の教王護国寺宝印、56 寛正 3 年（上久世庄

百姓等）・62 文明 4 年（1472）（妙観院公遍等）・

64 明応 8 年（1499）（妙観院公遍等）等の御影堂

宝印である。牛玉宝印の種類で整理すると、御影

堂宝印 6 枚、教王護国寺宝印 2 枚、熊野山宝印・

日吉七社・珍楽寺・八幡新宮各 1 枚である。東寺

寺内発行と他寺社発給との比率は 2（8 枚）：1（4

枚）であるので、このグループは東寺寺内発行の

ものが多い。東寺寺内発行の牛玉宝印は 28 枚で

あるから、そのうちの 8 枚は 29％、他寺発給の

それは 37 枚であるから、そのうちの 4 枚は 11％

に当たる。東寺寺内発給の牛玉宝印は、「疵無」

の料紙を使っている比率が他寺発行のものより

多いということができる。 

これらの牛玉紙の料紙のグループを今仮に「H

瑕疵無牛玉紙」と呼ぶことにする。これに対して、

前述の「雑紙」すなわち漉返紙と判断した 53 枚

の牛玉紙のグループは、表 4 では「瑕疵」のグル

ープに相当するが、これも仮に「G 瑕疵有牛玉

紙」と呼ぶことにする。そして、「G 瑕疵有牛玉

紙」と「H 瑕疵無牛玉紙」の縦寸法・横寸法・縦

横比・厚さ・重さ・密度・単位当たり簀目本数・

糸目幅のデータについてそれぞれ平均値・ 大

値・ 大値を集計してみた。その結果はさきに検 

討した表 3 の末尾に挙げておいた。 

まず、縦寸法から密度までの質量の平均値を

比べてみると、「G 瑕疵有牛玉紙」は、縦 291mm、

横 426mm、縦横比率 1.46、厚さ 0.13mm、重さ

5.6g、密度 0.36 であるのに対し、「H 瑕疵無牛玉

紙」は縦 290mm、横 463mm、縦横比率 1.60、厚

さ 0.13mm、重さ 5.8g、密度 0.31 である。ほぼ似

通った数値ではあるが、違いは横寸法で「G 瑕疵

有牛玉紙」は「H 瑕疵無牛玉紙」より 3.7cm 短

く、したがって縦横比率が 0.14 小さ目である。

縦横の寸法も「G 瑕疵有牛玉紙」のものが 大値

と 小値の差が大きく、大きさが区々であるの

に対して、「H 瑕疵無牛玉紙」はその差が小さく

ほぼ均等なものが多い、すなわち品質が揃って

いるということができる。また「H 瑕疵無牛玉

紙」の数値は、さきにみた D 百合奉行紙質のグ

ループの数値、縦 286mm、横 472mm、縦横比率

1.65 と比べてもほぼ同じ数値となっている。す

なわち、「雑紙」ではないと考えられる 12 枚の

牛玉宝印は、縦横寸法と縦横比率で見ると室町

幕府奉行人奉書のそれに近い数値を示すのであ

る。ただし、厚さ以下のデータについては、E 百

合奉行紙質調査の数値、厚さ 0.15mm、重さ 4.6g、

密度 0.23 と比較した場合大きく異なっているの

であるが、これは後にみるように打紙の関係を

考慮しないと単純に比較はできないので、その

数値だけ示すにとどめる。 

つぎに、「G 瑕疵有牛玉紙」と「H 瑕疵無牛玉

紙」の 1 寸当たり簀目本数・糸目幅についてそ

れぞれ平均値・ 大値・ 大値を比較してみると、

前者は簀目平均 16 本（ 大 22 本、 小 12 本）、

糸目幅平均 30mm（ 大 41mm、 小 20mm）で

あるのに対し、後者は簀目平均 17 本（ 大 20

本、 小 14 本）、糸目幅平均 24mm（ 大 34mm、

小 22mm）である。簀目 15～18 本ぐらいを境

に、多いものが竹簀、少ないものが萱簀で漉かれ
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たと考えられるが、「H 瑕疵無牛玉紙」のものは

ほぼ細い竹簀で漉かれたと考えられ、糸目幅も

狭いしっかりしたものを用いている。それに対

して、「G 瑕疵有牛玉紙」のものは、萱簀で漉い

たものや竹簀で漉いたものなどバラバラであり、

糸目幅の広い粗悪な簀を用いているものも見受

けられるのである。つまり、「H 瑕疵無牛玉紙」

の方が、「G 瑕疵有牛玉紙」より良質の簀を使っ

て漉き上げられていることがわかる。 

後に、表 2 の「瑕疵」が「無」（「藍」単独の

ものを含む）のもの（つまり H 瑕疵無牛玉紙）

について、「米粉」の項目を検討してみると、「多」

すなわち大量に入っているものが 6 枚、「有」つ

まりある程度入っているもの 4 枚、「少」すなわ

ち少し入っているもの 2 枚であり、いずれも米

粉入りの紙であることがわかる。参考のために

「瑕疵」が「無」以外のもの（つまり G 瑕疵有牛

玉紙）について、「米粉」の項目を検討してみる

と、「多」が 10 枚、「有」が 8 枚、「少」が 15 枚、

「無」すなわち米粉の入っていないものが 20 枚

である。この類はさきに「雑紙」＝漉返紙と判断

したのであるが、これには米粉を入れているも

のも入れていないものもあるということである。

これに対し H 瑕疵無牛玉紙のグループは、少な

からず米粉が填料として加えられている料紙で

あるということができる。 

さきに検討したように、東寺百合文書現存の

牛玉宝印の料紙のうち 53 枚は漉返紙であったが、

残りの 12 枚については、原料に繊維に「折曲」

「損傷」「混在」「墨付」「藍入」「紙片」などの「瑕

疵」が見られないものであり、室町幕府奉行人奉

書の料紙に近い縦横寸法・比率をもち、填料とし

て少なからず米粉が加えられていた。また、竹簀

で丁寧に漉かれたとも考えられる。このような

点を総合して判定すると、これらは杉原紙の特

徴と合致したものといわなくてはならないので

ある16)。つまり、東寺百合文書現存の牛玉宝印の

料紙は、その原本を調査することによって、黒川

が指摘する檀紙は見出すことができなかったが、

「雑紙」すなわち漉返紙と「杉原紙」との 2 つの

紙種は確認できるのである。 

なお、近世の牛玉宝印料紙の紙質については、

ここで充分な検討をする準備がないが、急いで

何点か調査をおこなった島津家文書に現存する

琉球国王・摂政・三司官の起請文の罰文に用いら

れている熊野山及び那智瀧宝印のデータを、表 5

琉球国起請文料紙紙質調査結果に掲げておこう。

表 5 の 4 宝永 6 年（1709）の那智瀧宝印（国王

尚益起請文罰文料紙）は、図 1 に繊維の顕微鏡

写真を示した17)。繊維は細い雁皮の繊維が主体

であるが、太めの楮の繊維も入っており、折り曲

がった繊維も見受けられる。繊維間の隙間が詰

まっており紙打ちされていると思われる。填料

として米粉が多く含まれており、これらの特徴

から漉返紙と判定した。表5の 16享保 5年（1720）

の那智瀧宝印（三司官西平朝叙起請文罰文料紙）

も図 2 に顕微鏡写真を掲げた。繊維は太い楮主

体であるがこれにも折曲がりが見られ、軽く紙

打ちされて繊維の隙間が詰まっている。填料は

白土であり、これも同じく漉返紙と判定した。表

5 琉球国起請文料紙紙質調査結果の１は寛文 10

年（1670）の那智瀧宝印であるが、雁皮繊維に白

土を加えたもので、間似合紙と判定した。 

全体として、24 枚の牛玉宝印（熊野山 4 枚、

那智瀧 20 枚）のうち、漉返紙 23 枚、間似合紙 1

枚である。このように、近世の牛玉宝印も、中世

のそれと同様に漉返紙すなわち雑紙を料紙にし

ているものが多いようである。近世の牛玉紙に

ついて、まだ充分調査したわけではないから、断

定は避けたいと思うが、見通しとしては牛玉宝

印の料紙は中世・近世を通じて、雑紙・間似合・

杉原紙といった、どちらかというと品質の劣る 

65



 
 
東京大学経済学部資料室年報 5 

 

紙をもって料紙としていると判断できる。 

 

4 牛玉宝印料紙の特殊性 

前節の結論は、牛玉宝印の料紙は、漉返紙・間

似合・杉原紙といった紙を料紙としているとい

うことである。これらの料紙のうち、漉返紙は

「雑紙」と呼ばれるように粗末な紙であり、間似

合も雁皮に白土を入れた紙、杉原紙は非繊維物

質を含んだ繊維に米粉を加えているように、け

して上質の紙とはいえない料紙ばかりである。

それならば何故に護符であり、神仏がかかわる

文書ともいうべき牛玉宝印に、このような品質

の落ちる料紙を使用したのであろうか。東寺百

合文書に現存する牛玉宝印の料紙をよく観察す

ると、単に品質の劣る紙を使用しているばかり

ではなく、もう少し別の特徴もあるようである。 

表 6 は表 2 の「米粉」「白土」「打紙」「染色」

の項目について、牛玉宝印種別にデータを集計

し直したものである。表 2 の「米粉」のデータ内

容「多」「有」「少」「無」について、表 6 ではそ

れぞれ「米多」「米有」「米少」「米無」という項

目を立てて集計している。すなわち、填料として

の米粉が多く入っているものが「米多」、ある程

度入っているものが「米有」、少し入っているも

のが「米少」、以上 3 項目の合計で少しでも米粉

の入っているものが「米計」、米粉の入っていな

いものが「米無」という項目になっている。表 2

の「白土」の項目についても、表 6 では米粉と同

じように填料として加えられている程度や有無

の別によって「土多」「土有」「土少」「土計」「土

無」とした。表 2 の「打紙」の項目については、

表 6 の項目としては、ある程度強く打たれてい

るものが「打有」、軽く打たれているものが「打

軽」、打たれていないものが「打無」として集計

した。表 2 の「染色」の項目については、表 6 で

は黄蘗染のものは「黄蘗」、丁子染のものは「丁

子」、微かに染めがあると思われるものが「染有」、

以上 3 項目の合計で少しでも染色のあるものが

「染計」、染色がないものを「染無」として項目を

立て集計した。 

 まず、表 6 の集計について打紙から見ていく

と、ある程度打ってある「打有」が 4 枚、軽く打

ってある「打軽」が 49 枚、打紙をしていない「打

無」が 12 枚となっている。打紙されているもの

とされていないものの比率は、打紙されている

もの合計 53 枚が 81.5％であるに対し、されてい

ないもの 12 枚は 18.5％である。これは筆者の主

観的な判断を示したものであるが、客観的な数

字としては表 2 の「密度」の数字が参考になる。

重さを特定できず、密度が計算できなかったも

のが 4 枚ほどあり、繊維が楮のものと雁皮のも

のとでは簡単に比較できないが、その数値が大

きいほど打紙の程度が強いといえる。その数値

を集計すると、0.23～0.27 が 11 枚、0.29～0.30 が

7 枚、0.31～0.40 が 30 枚、0.41～0.50 が 11 枚、

0.51～0.60 が 2 枚という結果を得る。このうち

0.23～0.27 の 11 枚が「打無」に、0.29 以上の合

計 50 枚が「打有」と「打軽」との合計にほぼ相

当している。表 3 の E 百合奉行紙質調査の文書

群類すなわち室町幕府奉行人奉書群類はその密

度の平均が 0.23（ 大値 0.26、 小値 0.20）で

あるが、これら料紙の紙種は杉原紙であって、し

かも打紙はされていないものであった。これに

対し、東寺百合文書現存牛玉宝印の大半は、その

密度が 0.29 以上と室町幕府奉行人奉書よりかな

り高い数値を示しており、打紙を施しているも

のと考えざるをえない。以上の検討結果でいえ

ば、中世の牛玉紙の多くは、少なからず打紙が施

されている可能性が推測されるのである。 

 表 6 に戻ると、1～4 の東寺寺内発行の牛玉宝

印 28 紙のうちでは、少なからず打紙されている

もの 17 枚、打紙していないものが 11 枚である。
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これに対し、5～15 の他寺社が発行する牛玉宝印

37 枚のうちでは、打紙有りが 36 枚、打紙無しが

1 枚である。すなわち、打紙無しの牛玉宝印の料

紙は東寺寺内発行のものが多く、東寺以外の寺

社が発行したものは、殆どのものが打紙を施し

ているのである。 

 つぎに、表 6 の集計のうち「染色」に関するデ

ータをみると、東寺百合文書現存牛玉宝印 65 枚

のうち、黄蘗で染めたと思われる「黄蘗」が 11

枚、丁子で染めたと思われる「丁子」が 4 枚、何

らかの染色が認められる「染有」が 8 枚であり、

このように何らかの染色が施されているものの

合計「染計」が 23 枚である。染色が認められな

い「染無」が残り 42 枚である。何らかの形で染

色が施されているもの 23 枚は、全体の 35.4％に

あたる。このうち 1～4 の東寺寺内発行の牛玉紙

では、「染計」が 7 枚（25％）、「染無」が 21 枚で

あり、他寺社発行のものでは、「染計」が 16 枚

（43.2％）、「染無」が 21 枚である。東寺寺内発行

のものより、他寺社発行の牛玉宝印の方が染色

されている比率が高いことが確認できる。 

 さらに、表 6 の集計のうち「米粉」に関するデ

ータをみると、米粉が多く入っている「米多」が

16 枚、ある程度入っている「米有」が 12 枚、少

し入っている「米少」が 17 枚である。米粉の少

しでも入っているものの合計「米計」が 45 枚、

全く入っていない「米無」が 20 枚である。計算

すると、米粉が入っているものは全体の 69.2％

にあたる。このうち 1～4 の東寺寺内発行の牛玉

紙では、「米計」が 27 枚（96.4％）、「米無」が 1

枚であり、他寺社発行のものでは、「米計」が 18

枚（48.6％）、「米無」が 19 枚である。東寺寺内

発行のものは全体として米粉を入れており、他

寺社発行の牛玉宝印は約半分ほどに米粉が入っ

ていることが確認できる。 

 同じく、表 6 の集計のうち「白土」に関するデ 

ータをみると、白土が多く入っている「土多」が

1 枚、ある程度入っている「土有」が 20 枚、少

し入っている「土少」が 7 枚である。白土の少し

でも入っているものの合計「土計」が 28 枚、全

く入っていない「土無」が 37 枚である。計算す

ると、白土が入っているものは全体の 43.1％に

あたる。このうち 1～4 の東寺寺内発行の牛玉宝

印では、「土計」が 6 枚（21.4％）、「土無」が 22

枚であり、他寺社発行のものでは、「土計」が 22

枚（59.5％）、「土無」が 15 枚である。東寺寺内

発行のものは白土を入れているものが少ないが、

他寺社発行の牛玉宝印は約半分以上のものに白

土が入っていることが確認できる。 

 以上の考察をまとめると、東寺百合文書の中

世の牛玉宝印の料紙 65 枚は、そのうち 81.5％に

あたる 53 枚が紙打されており、また 35.4％に相

当する 23 枚が何らかの染色が施されている。さ

らに少しでも米粉が入っているものは全体の

69.2％、少しでも白土が入っているものが 28 枚

で全体の 43.1％にあたる。中世においては、天皇

文書以外の公文書や私文書は、通常打紙した料

紙や染色した料紙は使用しない。また、杉原紙や

檀紙さらには漉返紙には、米粉を入れることが

あるが、近世の間似合紙が登場するまでには白

土を填料に使う例は少ない。この点、牛玉宝印の

料紙は、このような打紙、染色、白土入れといっ

た特殊な性格をもった料紙であるということが

できるのである。 

 

おわりに 

 以上、東寺百合文書に現存する起請文の料紙

に転用された牛玉宝印の原本について、その質

量の計測や繊維の顕微鏡観察を行うことにより、

これらの料紙に使われている紙種は漉返紙また

は杉原紙であること、しかも中世の普通の文書

ではあまり用いない打紙や染色を施された紙や
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白土を填料として入れている料紙も少なくない

ことを指摘した。打紙や染色は一種の装飾であ

るが、これは牛玉宝印が護符であり、神仏の発給

するかたちの文書と考えられていたからであろ

う。その上、何故に白土のような填料を加えるの

かということも大きな問題であるが、残念なが

らここでは充分な説得力のある結論に述べるこ

とはできない。そのような結論は今後を期すし

かないが、少し見通しを述べることによって、結

論に装飾を加えておきたいと思う。 

 起請文の研究者として著名である千々和到は、

平成 14 年（2002）に採択された國學院大學の文

部科学省二十一世紀 COE プログラム「神道と日

本文化の国学的研究発信の拠点形成」の事業推

進担当者として「護符・起請文研究プロジェクト」

を立ち上げた。そして、引き続き科学研究費基盤

研究 B「日本における護符文化の解明」の研究を

おこなってきたが、その後その研究成果を『日本

の護符文化』18)という単行本に編集刊行してい

る。その編著の 後に千々和とこれらの研究プ

ロジェクトに参加したメンバーによる座談会

「日本の護符文化」が掲載されている。その対談

のなかで「お札を受ける意味は、神々を勧請する

こと」という話題が載せられ、神社本庁綜合研究

所研究員嶋津宣史の発言として次のような内容

が記されている。 

  お札を調製する社寺側の意識では、諸神諸 

仏を勧請して、その威霊をお札に込めてい 

く。あるいは神様の「みしるし」であると 

いう考えのもとでお札を作成していく。一 

方それを受ける側にとっては、まさに神様 

を身近にお招きした、勧請したという意識 

で祀っていく、ということだったのですね。 

牛玉宝印もその一種であるお札とは、神仏の

「威霊」が籠められているものだという。東寺の

御影堂宝印の場合は、正月 3 日の御影堂修正に

おいて、牛玉導師や諸衆が慈救呪を誦しながら

牛玉加持を行って宝印を押し、祖師弘法大師の

「威霊」を籠めている。その神仏の「威霊」が籠

められた験が神仏の種字を印文にした宝印の押

印ということになる。その宝印の朱肉には、牛玉

＝牛黄が加えられており、これが万能の解毒薬

として珍重されていたことから、除魔・除災の効

果を信じる基にもなっているという19)。 

 たしかに牛玉紙に宝印を押すことが、これに

神仏の「威霊」を籠めた験である。このこと自体

は間違いはないであろう。しかし、神仏の「威霊」

を籠めた験は宝印のみだったのであろうか。右

に触れた千々和編の『日本の護符文化』には、全

国の神社に対して護符についての詳細なアンケ

ート調査を行った倉石忠彦・倉石美都の調査報

告20)が載せられている。そのなかで、牛玉紙に宝

印を押すこと以外に、牛玉宝印の料紙に加えて

籠める神仏の「威霊」の験が存在するということ

も報告されている。 

  上野国一社八幡宮（群馬県高崎市）の「午 

  王の符」には籾を、厳島神社（広島県宮島 

町）の「砂守」には厳島神社境内の砂を、 

玉造湯神社（島根県松江市）の「御神符」 

には榊の葉をそれぞれ入れるなど、なか 

には植物などを入れる護符もある。 

籾・砂・榊はそれぞれの神社の所縁のものであ

り、神仏の「威霊」が籠る験に相応しいものと思

われるが、文意として牛玉紙の料紙に漉きこま

れているものか、護符の包紙に同封してあるの

か明確ではない。しかし、厳島神社では境内の砂

を護符の中に入れるということであるが、その

砂が祭神の「威霊」の験とされていることは間違

いない。 

 同じく千々和到編の『日本の護符文化』には、

千々和自身が全国の牛玉宝印とその版木を調査

した結果の報告21)があるが、そのなかで和歌山
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県かつらぎ町丹生都比売神社牛玉宝印の版木を

紹介している。この板木には「天野宮生土宝印」

と刻まれているが、「生土」とは「王」の一番上

の「一」の一画を取って「牛」の下に付けたもの

であり、「うぶすな」とも読めるものである。江

戸時代の国学者たちを中心に語られた牛玉宝印

の語原説に基づいて作られたものであろうとし

ている。これなども、祭神の「生土」がその「威

霊」の験とする意識が働いている例とも考えら

れる。 

 東大寺二月堂の牛玉宝印は、那智瀧宝印とと

もに現存する実物の も古いものである22)が、

現在でも修二会（お水取り）において配布されて

いる。かつて東大寺図書館で経典調査に参加さ

せていただいた折、筆者は職員の方からこの料

紙を作る際に土を入れていたという話をお聞き

したことがあるが、その詳細な点については定

かな記憶がない。現在では二月堂牛玉宝印の料

紙は名塩和紙の人間国宝谷野剛惟氏の手によっ

て調製され、東大寺に納められている。筆者は去

秋調製現場を実際に見学もさせていただいたが、

雁皮繊維混じりの反故紙に名塩産の青土を加え

て漉かれていた。おそらく東大寺における古式

の作成方法か、名塩の伝統的な間似合紙の製法

にならって作られているものと拝察した。ここ

で詳細に述べる紙数の余裕はないが、要は反故

紙に土を入れて漉いていることである。漉返紙

の原料である反故紙は、本来東大寺二月堂内で

使われた文書典籍類の反故であったであろうし、

その土も二月堂本尊と何らかの所縁の土であっ

たはずであり、それは二月堂十一面観音の「威霊」

の験であったであろう。中世の牛玉宝印、また近

世の牛玉宝印においても、東寺百合文書現存の

牛玉宝印と同じようにその多くが漉返紙を料紙

とし、白土を填料として加えるものであるとし

たら、それはこのような神仏の「威霊」を籠める

ためであったと考えられないであろうか。 

名塩は雁皮に色土を加えて作る間似合紙で有

名な和紙の産地であるが、江戸時代から西日本

一帯の諸藩の藩札の料紙も供給していた23)。東

京大学経済学部資料室には、豊富な日本の貨幣

資料が所蔵されている24)が、その中に藩札資料

があり、名塩紙で漉かれたものと思われるもの

も含まれている。藩札という紙幣に土が含まれ

ているという事実は、牛玉宝印の料紙と同様に、

筆者には藩札と神仏との関わりを想起させるも

のがある。 

 

 

 

 

（とみた まさひろ：富山大学名誉教授）

 

1) 拙稿「東寺百合文書に伝存する起請文の料紙（牛玉紙）」（湯山賢一編『古文書料紙論集』（仮題）掲載予定） 
2) 拙稿「神仏の紙と人の紙」（『古文書研究』79 号掲載予定） 
3) 東寺百合文書ル函 39 号貞和 2 年 9 月日付沙弥蓮性等連署起請文の端裏に「亥歳建武二年正月一日」と

いう熊野山宝印給付の日付と思しき銘が見られる。 
4) 熊野本宮と熊野新宮の牛玉宝印は、ともに「熊野山宝印」という文字が書かれる。中世においてはその

区別が難しいので、これを熊野山宝印として一括した。 
5) 相田二郎「起請文の料紙牛玉宝印について」（『日本古文書学の諸問題』（相田二郎著作集 I）名著出版, 1976）

によれば、起請文の料紙とされた牛玉宝印の も古いものは文永 3 年（1266）の那智瀧宝印と東大寺二月堂

牛玉宝印であるから、那智瀧宝印は東寺百合文書には古いものが伝わっていないだけで、熊野山宝印より新

しいわけではない。 
6) 註 4 相田二郎論文によれば、熊野三山の牛玉宝印が烏点を用いるのは、那智瀧宝印が文安 2 年（1445）

から明応 3 年（1494）までの間、熊野新宮宝印では慶長 5 年（1600）以降、熊野本宮宝印では元和 4 年

（1618）以降としている。 
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7) 「東寺の起請文と牛玉宝印」（『京都府立総合資料館紀要』8 号, p. 99～149, 1980）。黒川が指摘する牛玉

紙に書かれた 88 通の起請文のうち、28 通は既に東寺から流出してしまったもので、東寺百合文書中に

現存するのは起請文 60 通の 65 枚の牛玉紙である。 
8) 東寺文書データベースから東寺百合文書のうち竪紙の室町幕府奉行人奉書の正文を選び出し、縦寸法と

横寸法とを得た。縦横比率は計算で求めた。したがって、重量以下のデータはない。 
9) 琉球国起請文は、全て霊社上巻起請文で継紙になっているため、1 紙毎の重量を計測することができな

いので、残念ながら「重」および「密」のデータはない。 
10) 牛玉紙の裏を翻して起請文を書く際には、損傷した部分や端裏などを切除して使用した可能性があるこ

とについては、註 1 拙稿を参照されたい。 
11) 杉原紙については、中世文書料紙の第一人者を自認する上島有の料紙体系論には存在しない。上島は、

「中世文書の料紙の種類」（小川信編『中世古文書の世界』吉川弘文館, 1991）において、「私も先学から

杉原紙は檀紙や引合に比べて粗悪な紙であると教えられてきた。これは現在の古文書の料紙に関心を有

する人達の共通の認識といってよいと思うが、しからば中世の具体的な文書について、これが杉原紙だ

と自信をもっていえる人はいないのではなかろうか」と述べ、杉原紙という紙種名を使用しないことに

したらしい。しかし、時代的に変化する杉原紙の鎌倉時代における姿は、上島のいう「奉書Ⅲ」のイメ

ージに近い。 
12) 杉原紙に対するこのようなイメージについては、湯山賢一を中心とする研究グループの調査や討論

を経て形成されたものであり、今後の文書料紙研究に対する新しい問題提起をしたものと考えてい

る。林譲「古文書料紙の使用法覚書（一）―御判御教書と御内書―」、富田正弘「紙素材文化財の料

紙判定法について」（以上、『紙素材文化財（文書・典籍・聖教・絵図）の年代推定に関する基礎的

研究』平成 15～17 年度科研報告書（代表富田正弘）2008）、湯山賢一「和紙の変遷とその歴史」（『紙

素材文化財（文書・典籍・聖教・絵図）の年代推定に関する基礎的研究』平成 18・19 年度科研報告

書（代表富田正弘）2010）、富田正弘「日本の文書料紙概観」（国立歴史民俗博物館展覧会図録『文

書のかたちとはたらき』2014）参照。  
13) 檀紙については、湯山賢一「室町時代前期の「檀紙」（強杉原）を中心に」（『古文書料紙原本にみる材質

の地域的特質・時代的変遷に関する基礎的研究』平成 4～6 年度科研報告書（代表富田正弘）1995）、そ

の他註 12 論文参照。上島有「中世文書の料紙の種類」（註 11）における中世文書料紙分類論では「檀紙」

の分類があるが、これは厳密には南北朝期～戦国期の「強杉原」にあたる。鎌倉期の檀紙については、

上島分類論では「奉書Ⅱ」に当たるものと判断される。 
14) 註 2 拙稿を参照されたい。 
15) 上島「中世文書の料紙の種類」（小川信編『中世古文書の世界』） 
16) 拙稿「中世文書の料紙形態の歴史的変遷を考える」（『歴博』184, p.15～19 , 2014）等を参照されたい。 
17) 島津家文書は東京大学史料編纂所所蔵。図 1・2 の写真は、同所修復室の高島晶彦氏が撮影したものである。 
18) 千々和到編『日本の護符文化』弘文堂, 2010 
19) 佐藤道子「悔過会と牛玉宝印」（町田市立博物館『牛玉宝印―祈りと誓いの呪符―』1991） 
20) 倉石忠彦・倉石美都「神社の護符―「神社のお札アンケート」のまとめ―」（『日本の護符文化』） 
21) 千々和到「護符の調査―起請文と牛玉宝印を中心として―」（『日本の護符文化』） 
22) 千々和到「東大寺文書に見える牛玉宝印」（『南都佛教』第 39 号, p.97～116 , 1977） 
23) 亥野彊「藩札資料からみた名塩紙」（横田健一先生還暦記念会編『日本史論叢』1976） 
24) 資料室の藩札の調査については、講師小島浩之氏にいろいろ御世話になった。ここに厚くお礼を申し上

げたい。 
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図１琉球王尚益起請文顕微鏡写真   図 2 琉球三司官西平朝叙起請文顕微鏡写真

表 1 東寺百合文書現存牛玉宝印種別時代別集計

牛玉種 鎌倉 南北 室町 戦国 枚数計
1 御影堂 0 9 12 2 23
2 教王護国寺 0 0 2 0 2
3 千手堂 0 0 1 0 1
4 夜叉神 0 0 2 0 2
5 熊野山 2 10 9 0 21
6 那智瀧 0 0 2 0 2
7 金峰山 0 2 2 0 4
8 鞍馬寺 0 3 0 0 3
9 根本中堂 0 0 1 0 1

10 日吉七社 0 1 0 0 1
11 善通寺 0 1 0 0 1
12 彦山 0 1 0 0 1
13 珍楽寺 0 1 0 0 1
14 八幡新宮 0 1 0 0 1
15 福田寺 0 0 1 0 1
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表
2
 

東
寺

百
合

文
書

現
存

牛
玉

宝
印

紙
質

調
査

結
果

 

西
暦

刷
書

別
牛

王
寺

社
起

請
文

名
紙

種
縦

横
比

率
厚

重
密

度
簀

数
簀

目
糸

数
糸

目
板

目
繊

維
打

紙
切

断
米

粉
白

土
瑕

疵
染

色
番

号
1

正
安

4
年

4
月

2
5

日
1
3
0
2

木
版

刷
熊

野
山

太
良

庄
百

姓
僧

厳
円

等
連

署
起

請
文

漉
返

2
9
4

4
2
8

1
.4

6
0
.1

3
7
.5

0
.4

6
1
4

透
視

2
8

微
か

 裏
微

楮
軽

多
少

折
黄

蘗
染

お
7

2
正

和
2

年
4

月
2
4

日
1
3
1
3

木
版

刷
熊

野
山

弓
削

島
庄

公
文

寛
慶

起
請

文
漉

返
2
9
9

4
4
8

1
.5

0
.1

5
1
4

僅
か

3
0

微
か

楮
軽

切
断

有
有

折
丁

子
染

ヨ
7
7

3
建

武
元

年
1
2

月
2
6

日
1
3
3
4

木
版

刷
熊

野
山

太
良

庄
合

定
平

内
盛

実
起

請
文

漉
返

2
8
9

4
1
7

1
.4

4
0
.1

1
4
.7

0
.3

5
2
0

微
か

表
3
4

微
か

 裏
微

楮
斐

軽
多

無
混

黄
蘗

染
ヱ

4
9

4
建

武
2

年
正

月
　

日
1
3
3
5

木
版

刷
熊

野
山

新
見

庄
東

方
地

頭
方

預
所

尊
爾

等
連

署
起

請
文

漉
返

3
1
2

4
0
7

1
.3

0
.1

7
1
2

微
か

4
0

透
視

 表
微

楮
軽

無
無

折
藍

無
ク

2
5
－

2
5

康
永

元
年

1
1

月
2
1

日
1
3
4
2

木
版

刷
熊

野
山

法
橋

祐
実

起
請

文
漉

返
2
9
9

4
1
8

1
.4

0
.2

7
.7

0
.3

1
1
6

微
か

裏
2
8

微
か

 裏
微

楮
無

切
断

無
無

折
無

せ
1
2

6
貞

和
2

年
9

月
　

日
1
3
4
6

木
版

刷
熊

野
山

沙
弥

蓮
性

等
連

署
起

請
文

杉
原

3
0
2

4
3
6

1
.4

4
0
.1

8
9
.6

0
.4

1
1
5

微
か

裏
3
4

微
か

 裏
微

楮
軽

多
有

無
無

ル
3
9

7
貞

和
4

年
4

月
8

日
1
3
4
8

手
書

鞍
馬

寺
某

起
請

文
漉

返
2
6
6

3
4
0

1
.2

8
0
.1

2
3
.8

0
.3

5
1
8

微
か

表
2
7

微
か

楮
椏

軽
無

無
折

傷
混

無
オ

2
4

8
貞

和
4

年
1
2

月
2
0

日
1
3
4
8

手
書

善
通

寺
矢

野
庄

田
所

昌
範

等
連

署
起

請
文

漉
返

2
4
8

3
2
0

1
.2

9
0
.1

2
.8

0
.3

5
1
4

微
か

不
詳

 表
顕

楮
軽

無
有

墨
無

チ
2
0

9
文

和
4

年
1
0

月
1
9

日
1
3
5
5

手
書

日
吉

七
社

宝
荘

厳
院

寺
辺

沙
汰

人
百

姓
等

連
署

起
請

文
杉

原
3
2
0

5
0
5

1
.5

8
0
.1

5
7
.8

0
.3

2
1
6

透
視

2
3

微
か

 裏
顕

楮
軽

少
無

無
無

ケ
4
5

1
0

文
和

4
年

1
2

月
9

日
1
3
5
5

手
書

鞍
馬

寺
太

良
庄

沙
弥

西
向

起
請

文
漉

返
2
9
5

4
2
8

1
.4

5
0
.1

9
9
.4

0
.3

9
1
6

微
か

裏
3
2

微
か

 裏
顕

楮
軽

無
有

折
傷

有
ア

6
1

1
1

延
文

2
年

1
1

月
1
5

日
1
3
5
7

木
版

刷
八

幡
新

宮
太

良
庄

公
文

禅
勝

起
請

文
杉

原
2
8
4

4
1
6

1
.4

6
0
.1

3
5
.6

0
.3

6
1
4

微
か

裏
2
2

微
か

 裏
微

楮
軽

少
無

無
無

エ
4
5

1
2

延
文

4
年

2
月

1
5

日
1
3
5
9

手
書

鞍
馬

寺
太

良
庄

安
主

大
夫

起
請

文
漉

返
3
1
8

4
5
8

1
.4

4
0
.1

5
6
.6

0
.3

不
詳

2
0

透
視

 裏
微

楮
斐

軽
少

無
折

混
無

エ
4
6

1
3

延
文

5
年

3
月

5
日

1
3
6
0

手
書

御
影

堂
太

良
庄

公
文

禅
勝

合
定

案
寿

連
署

起
請

文
漉

返
2
9
4

5
0
8

1
.7

3
0
.1

4
7

0
.3

3
1
6

僅
か

裏
2
6

微
か

 裏
微

楮
斐

軽
切

断
少

無
折

傷
混

無
オ

3
5

1
4

康
安

元
年

7
月

1
3

日
1
3
6
1

手
書

珍
楽

寺
太

良
庄

公
文

禅
勝

起
請

文
杉

原
2
6
2

3
7
1

1
.4

2
0
.0

9
2
.6

0
.3

1
6

透
し

2
6

微
か

楮
軽

多
有

無
無

ヌ
1
7

1
5

康
安

2
年

9
月

2
6

日
1
3
6
2

手
書

御
影

堂
大

山
庄

行
岡

・
西

谷
大

夫
連

署
起

請
文

漉
返

3
1
9

5
0
3

1
.5

8
0
.1

3
6
.2

0
.3

1
5

透
し

裏
2
3

透
視

 裏
微

楮
斐

軽
切

断
有

無
混

無
ネ

4
4

1
6

貞
治

元
年

1
1

月
2

日
1
3
6
2

手
書

御
影

堂
大

山
庄

上
使

弥
五

郎
起

請
文

漉
返

3
1
2

5
1
3

1
.6

4
0
.1

4
7
.3

0
.3

3
1
5

透
視

裏
3
6

微
か

 裏
微

楮
斐

軽
有

無
折

混
無

ネ
4
5

1
7

貞
治

2
年

8
月

4
日

1
3
6
3

手
書

御
影

堂
大

山
庄

宗
真

等
連

署
起

請
文

漉
返

3
2
4

4
9
3

1
.5

2
0
.1

5
7
.8

0
.3

3
1
6

僅
か

裏
2
3

僅
か

 裏
微

楮
斐

軽
切

断
多

無
折

混
無

ネ
4
6

1
8

貞
治

2
年

8
月

6
日

1
3
6
3

手
書

御
影

堂
円

道
等

連
署

起
請

文
漉

返
3
2
0

5
0
2

1
.5

7
0
.1

4
8
.8

0
.3

9
1
8

微
か

裏
2
5

微
か

 裏
楮

斐
軽

切
断

少
無

折
混

無
オ

4
0

1
9

貞
治

2
年

1
2

月
2
3

日
1
3
6
3

手
書

御
影

堂
大

山
庄

定
使

道
正

起
請

文
杉

原
3
1
0

5
0
3

1
.6

2
0
.1

5
1
0
.2

0
.4

4
不

詳
2
8

微
か

 裏
微

楮
軽

多
無

無
丁

子
染

エ
4
9

2
0

貞
治

4
年

1
2

月
2
5

日
1
3
6
5

手
書

御
影

堂
大

山
庄

惣
心

等
連

署
起

請
文

漉
返

3
1
9

5
1
4

1
.6

1
0
.1

5
7
.9

0
.3

2
1
6

透
視

裏
2
0

透
視

 裏
微

楮
斐

軽
少

少
混

無
ネ

4
7

2
1

貞
治

5
年

1
0

月
3

日
1
3
6
6

手
書

御
影

堂
太

良
庄

上
使

乗
円

起
請

文
漉

返
3
2
3

4
5
9

1
.4

2
0
.0

7
5
.2

0
.5

1
8

微
か

裏
3
2

透
視

 裏
微

楮
有

切
断

少
有

折
黄

蘗
染

エ
5
0

2
2

貞
治

5
年

1
1

月
1
2

日
1
3
6
6

木
版

刷
熊

野
山

太
良

庄
公

文
弁

祐
起

請
文

漉
返

2
6
1

3
7
0

1
.4

2
0
.1

4
.8

0
.5

1
8

微
か

表
2
7

微
か

 表
微

楮
斐

軽
少

少
傷

混
無

エ
5
1

2
3

貞
治

5
年

1
1

月
1
5

日
1
3
6
6

木
版

刷
熊

野
山

太
良

庄
源

俊
起

請
文

漉
返

3
0
3

4
2
2

1
.3

9
0
.1

2
5

0
.3

3
2
0

微
か

表
2
6

透
視

 裏
微

楮
軽

無
無

折
藍

有
エ

5
2

2
4

貞
治

6
年

9
月

　
日

1
3
6
7

木
版

刷
熊

野
山

矢
野

庄
百

姓
等

連
署

起
請

文
漉

返
2
7
5

3
6
6

1
.3

3
0
.2

6
.8

0
.3

4
1
6

微
か

3
9

微
か

 表
微

楮
椏

軽
無

無
折

混
無

オ
4
8
－

1
2
5

貞
治

6
年

9
月

　
日

1
3
6
7

手
書

金
峰

山
矢

野
庄

百
姓

等
連

署
起

請
文

漉
返

2
8
7

4
0
8

1
.4

2
0
.1

4
5
.6

0
.3

4
1
5

透
視

3
1

微
か

楮
軽

無
有

折
無

オ
4
8
－

2
2
6

応
安

2
年

3
月

1
5

日
1
3
6
9

手
書

金
峰

山
矢

野
庄

西
方

上
村

名
主

百
姓

等
申

状
并

連
署

起
請

文
漉

返
2
4
6

3
3
2

1
.3

5
0
.1

1
3
.6

0
.4

1
8

透
視

2
5

微
か

 表
顕

楮
斐

軽
少

無
傷

混
丁

子
染

よ
3
8

2
7

永
和

元
年

4
月

2
6

日
1
3
7
5

木
版

刷
熊

野
山

太
良

庄
地

頭
領

家
両

方
百

姓
妙

蓮
等

連
署

起
請

文
漉

返
2
9
2

4
0
7

1
.3

9
0
.1

1
5
.4

0
.4

1
1
5

透
視

裏
3
0

透
視

 裏
微

楮
軽

多
有

傷
無

ハ
8
0

2
8

永
和

4
年

5
月

2
2

日
1
3
7
8

木
版

刷
御

影
堂

性
実

起
請

文
漉

返
2
7
3

3
9
9

1
.4

6
0
.1

2
4
.4

0
.3

4
1
5

微
か

裏
不

詳
 裏

微
楮

軽
有

無
墨

折
有

フ
5
2

2
9

永
和

4
年

1
2

月
2
4

日
1
3
7
8

木
版

刷
熊

野
山

太
良

庄
公

文
弁

祐
代

官
有

円
連

署
起

請
文

漉
返

2
7
6

3
9
9

1
.4

5
0
.1

5
6
.5

0
.3

9
1
4

透
視

3
7

微
か

 表
微

楮
軽

多
無

片
有

ハ
8
1

3
0

明
徳

元
年

1
0

月
5

日
1
3
9
0

木
版

刷
彦

山
大

山
庄

西
田

井
村

百
姓

等
連

署
起

請
文

漉
返

2
5
5

3
5
7

1
.4

0
.1

1
4

0
.4

1
5

微
か

3
0

微
か

 裏
楮

斐
軽

無
有

折
傷

混
有

オ
8
4

3
1

明
徳

元
年

1
0

月
5

日
1
3
9
0

木
版

刷
熊

野
山

大
山

庄
一

井
谷

百
姓

明
本

等
連

署
起

請
文

漉
返

3
1
0

3
9
6

1
.2

8
0
.1

4
7
.2

0
.4

2
1
8

微
か

3
1

微
か

 裏
微

楮
斐

軽
無

少
傷

混
丁

子
染

エ
6
0

3
2

応
永

2
年

1
0

月
8

日
1
3
9
5

手
書

金
峰

山
矢

野
庄

田
所

家
久

職
事

十
郎

次
郎

連
署

起
請

文
漉

返
3
1
1

4
6
6

1
.5

0
.0

9
4
.5

0
.3

5
1
7

微
か

4
0

微
か

楮
軽

無
有

折
傷

無
よ

8
7

3
3

応
永

2
1

年
1
2

月
　

日
1
4
1
4

手
書

金
峰

山
大

山
庄

百
姓

等
起

請
文

漉
返

3
1
1

3
9
0

1
.2

5
0
.1

3
1
4

顕
著

表
不

詳
 裏

微
楮

斐
有

多
少

混
無

ネ
9
0

3
4

応
永

2
2

年
1
1

月
2
1

日
1
4
1
5

木
版

刷
熊

野
山

太
良

庄
代

官
乾

嘉
等

連
署

起
請

文
漉

返
2
9
0

4
1
5

1
.4

3
0
.1

6
8
.4

0
.4

4
1
2

透
視

3
8

微
か

 裏
微

楮
竹

軽
少

有
傷

混
有

し
9
0

3
5

応
永

2
5

年
9

月
1
5

日
1
4
1
8

手
書

根
本

中
堂

番
匠

大
工

宗
継

起
請

文
漉

返
2
8
3

3
9
6

1
.4

0
.1

3
.2

0
.2

9
1
4

顕
著

表
3
5

透
し

 表
微

楮
椏

有
有

有
混

無
ヲ

7
1

3
6

正
長

2
年

6
月

1
1

日
1
4
2
9

木
版

刷
御

影
堂

太
良

庄
上

使
祐

賢
起

請
文

漉
返

2
9
8

4
8
3

1
.6

2
0
.1

1
4
.2

0
.2

7
1
7

透
視

2
1

微
か

 裏
微

楮
無

切
断

有
無

折
墨

無
ハ

1
5
9

3
7

正
長

2
年

8
月

1
0

日
1
4
2
9

木
版

刷
御

影
堂

鎮
守

八
幡

宮
々

仕
藤

原
国

次
<
彦

三
郎

>
起

請
文

漉
返

3
0
0

4
9
2

1
.6

4
0
.1

1
4
.4

0
.2

7
2
1

透
視

裏
2
3

透
視

 裏
微

楮
無

有
無

折
無

を
1
1
8

3
8

正
長

2
年

8
月

2
5

日
1
4
2
9

木
版

刷
御

影
堂

鎮
守

八
幡

宮
々

仕
兵

衛
次

郎
起

請
文

漉
返

2
9
4

4
9
0

1
.6

7
0
.1

1
4
.9

0
.3

1
1
5

透
視

2
5

僅
か

楮
軽

切
断

少
無

折
無

を
1
2
0

3
9

永
享

6
年

4
月

2
5

日
1
4
3
4

木
版

刷
御

影
堂

下
久

世
庄

右
衛

門
四

郎
起

請
文

漉
返

2
9
5

4
7
0

1
.5

9
0
.0

8
3

0
.2

7
2
2

透
視

表
2
3

透
視

 表
微

楮
無

切
断

多
無

折
無

を
1
3
0

4
0

永
享

9
年

9
月

3
日

1
4
3
7

木
版

刷
御

影
堂

上
久

世
庄

利
倉

弥
九

郎
等

連
署

起
請

文
杉

原
2
9
5

4
8
5

1
.6

4
0
.1

4
5
.4

0
.2

7
1
7

微
か

表
2
2

微
か

 表
微

楮
無

切
断

多
無

無
無

を
1
4
6

4
1

永
享

1
0

年
8

月
　

日
1
4
3
8

手
書

夜
叉

神
祐

賀
起

請
文

漉
返

2
7
0

3
9
3

1
.4

6
0
.0

7
2
.9

0
.3

9
1
5

顕
著

表
3
2

僅
か

 表
微

楮
斐

軽
切

断
無

有
混

無
カ

1
0
8

4
2

嘉
吉

元
年

1
2

月
4

日
1
4
4
1

木
版

刷
熊

野
山

若
狭

国
太

良
庄

本
所

方
百

姓
北

坊
等

連
署

起
請

文
漉

返
2
9
4

4
1
4

1
.4

1
0
.0

8
4
.4

0
.4

5
1
5

微
か

3
0

微
か

 裏
楮

軽
無

少
折

黄
蘗

染
ハ

2
0
5

4
3

文
安

元
年

1
1

月
4

日
1
4
4
4

木
版

刷
熊

野
山

権
律

師
覚

増
起

請
文

漉
返

2
7
8

4
4
7

1
.6

1
0
.0

7
3
.8

0
.4

4
1
5

微
か

表
不

詳
 表

微
楮

軽
切

断
無

有
折

黄
蘗

染
や

7
7

4
4

文
安

元
年

1
1

月
2
7

日
1
4
4
4

木
版

刷
熊

野
山

西
向

起
請

文
漉

返
2
8
0

4
4
4

1
.5

9
0
.1

7
8

0
.3

8
1
5

微
か

2
5

微
か

楮
斐

軽
少

無
折

傷
混

有
オ

1
4
9

4
5

文
安

3
年

1
1

月
　

日
1
4
4
6

木
版

刷
熊

野
山

太
良

庄
百

姓
等

起
請

文
漉

返
2
9
0

3
9
2

1
.3

5
0
.0

9
5
.2

0
.5

1
1
4

微
か

不
詳

 有
楮

斐
軽

少
無

混
無

ハ
2
2
3

4
6

文
安

4
年

1
1

月
　

日
1
4
4
7

木
版

刷
熊

野
山

太
良

庄
平

内
大

夫
等

連
署

起
請

文
漉

返
2
8
9

3
8
9

1
.3

5
0
.1

1
5

0
.4

1
5

微
か

表
不

詳
 表

顕
楮

軽
無

有
折

黄
蘗

染
ハ

2
2
8

4
7

宝
徳

2
年

1
2

月
8

日
1
4
5
0

木
版

刷
熊

野
山

太
良

庄
太

郎
大

夫
起

請
文

漉
返

2
9
9

4
1
0

1
.3

7
0
.1

7
7
.6

0
.3

6
1
4

顕
著

裏
4
0

微
か

 裏
微

楮
斐

軽
切

断
無

無
折

混
有

エ
8
4

4
8

宝
徳

3
年

1
2

月
1
2

日
1
4
5
1

木
版

刷
熊

野
山

太
良

庄
三

郎
介

・
右

馬
大

夫
連

署
起

請
文

漉
返

2
9
2

3
9
5

1
.3

5
0
.1

4
.7

0
.4

1
1
6

微
か

微
か

 表
微

楮
斐

軽
無

有
混

無
ハ

2
4
6

4
9

長
禄

3
年

8
月

2
5

日
1
4
5
9

木
版

刷
那

智
瀧

太
良

庄
惣

百
姓

等
起

請
文

漉
返

3
0
1

4
1
6

1
.3

8
0
.2

7
.4

0
.3

1
2

透
視

裏
不

詳
 裏

微
楮

斐
軽

無
有

混
無

ケ
1
6
1

5
0

長
禄

3
年

9
月

1
5

日
1
4
5
9

木
版

刷
那

智
瀧

太
良

庄
百

姓
道

見
等

連
署

起
請

文
漉

返
2
9
1

4
2
0

1
.4

4
0
.1

5
5
.8

0
.3

2
1
4

透
視

裏
4
1

微
か

 裏
微

楮
軽

無
無

折
傷

黄
蘗

染
な

2
6
7

5
1

長
禄

3
年

9
月

　
日

1
4
5
9

木
版

刷
熊

野
山

公
文

所
法

眼
宮

野
浄

聡
起

請
文

漉
返

2
8
7

3
9
5

1
.3

8
0
.1

3
3
.4

0
.2

3
1
5

微
か

表
不

詳
 表

微
楮

斐
軽

無
有

折
片

混
無

ケ
1
6
3

5
2

長
禄

3
年

9
月

　
日

1
4
5
9

手
書

福
田

寺
駿

河
聡

快
起

請
文

漉
返

2
6
7

3
8
4

1
.4

4
0
.1

1
4
.4

0
.3

9
1
6

透
視

2
6

微
か

 裏
楮

斐
有

少
多

混
無

ケ
1
6
4

5
3

長
禄

4
年

2
月

　
日

1
4
6
0

木
版

刷
御

影
堂

若
衆

連
署

起
請

文
杉

原
2
9
0

4
8
4

1
.6

7
0
.1

5
5
.7

0
.2

7
2
0

透
視

裏
2
2

透
視

 表
微

楮
無

切
断

多
無

無
黄

蘗
染

ユ
9
9
－

1
5
4

長
禄

4
年

2
月

　
日

1
4
6
0

手
書

教
王

護
国

寺
若

衆
連

署
起

請
文

杉
原

2
7
7

4
6
4

1
.6

8
0
.1

3
.5

0
.2

7
1
5

透
視

裏
2
3

透
視

 裏
微

楮
無

切
断

有
無

無
無

ユ
9
9
－

2
5
5

寛
正

3
年

1
1

月
9

日
1
4
6
2

手
書

教
王

護
国

寺
上

久
世

庄
百

姓
等

連
署

起
請

文
杉

原
2
7
8

4
5
2

1
.6

3
0
.1

1
3
.4

0
.2

5
1
5

微
か

2
4

微
か

 裏
微

楮
無

切
断

有
無

無
無

リ
1
8
4
－

1
5
6

寛
正

3
年

1
1

月
9

日
1
4
6
2

木
版

刷
御

影
堂

上
久

世
庄

百
姓

等
連

署
起

請
文

杉
原

2
9
1

4
7
8

1
.6

4
0
.1

5
5
.2

0
.2

5
不

詳
不

詳
 表

楮
無

切
断

有
無

無
無

リ
1
8
4
－

2
5
7

寛
正

3
年

1
1

月
1
1

日
1
4
6
2

手
書

夜
叉

神
下

久
世

庄
百

姓
等

連
署

起
請

文
漉

返
2
5
9

3
6
0

1
.3

9
0
.1

3
7

0
.5

8
1
5

透
視

2
9

透
視

 裏
微

楮
軽

切
断

少
少

折
黄

蘗
染

エ
9
5
－

1
5
8

寛
正

3
年

1
1

月
1
1

日
1
4
6
2

手
書

千
手

堂
下

久
世

庄
百

姓
等

連
署

起
請

文
漉

返
2
6
0

3
5
7

1
.3

7
0
.1

4
1
5

透
視

2
9

透
視

 裏
顕

楮
軽

少
有

折
黄

蘗
染

エ
9
5
－

2

起
請

文
日

付

72



     

西
暦

刷
書

別
牛

王
寺

社
起

請
文

名
紙

種
縦

横
比

率
厚

重
密

度
簀

数
簀

目
糸

数
糸

目
板

目
繊

維
打

紙
切

断
米

粉
白

土
瑕

疵
染

色
番

号
5
9

寛
正

5
年

4
月

2
9

日
1
4
6
4

木
版

刷
御

影
堂

浄
任

起
請

文
漉

返
2
9
5

4
9
4

1
.6

7
0
.1

2
5

0
.2

9
1
8

微
か

2
2

微
か

 裏
顕

楮
軽

多
無

折
無

テ
1
3
2

6
0

応
仁

2
年

6
月

晦
日

1
4
6
8

木
版

刷
御

影
堂

権
大

僧
都

堯
全

起
請

文
漉

返
2
8
7

4
7
7

1
.6

6
0
.1

4
.2

0
.3

1
2
0

微
か

表
3
1

微
か

 表
微

楮
軽

切
断

多
無

墨
折

無
ユ

1
0
7

6
1

応
仁

2
年

6
月

晦
日

1
4
6
8

木
版

刷
御

影
堂

権
大

僧
都

堯
全

起
請

文
漉

返
2
8
4

4
8
4

1
.7

0
.1

5
6
.1

0
.3

2
2

微
か

裏
3
3

微
か

 裏
顕

楮
斐

無
切

断
多

無
藍

混
無

ユ
1
0
8

6
2

文
明

4
年

1
2

月
1
5

日
1
4
7
2

木
版

刷
御

影
堂

妙
観

院
公

遍
等

連
署

起
請

文
杉

原
2
8
1

4
8
1

1
.7

1
0
.1

3
.6

0
.2

7
1
8

透
視

裏
2
3

僅
か

 裏
微

楮
無

切
断

有
無

無
無

ユ
1
1
4
－

1
6
3

文
明

4
年

1
2

月
1
5

日
1
4
7
2

木
版

刷
御

影
堂

妙
観

院
公

遍
等

連
署

起
請

文
漉

返
2
8
0

4
7
8

1
.7

1
0
.1

3
.6

0
.2

7
1
7

透
視

表
2
4

透
視

 表
微

楮
無

切
断

有
無

折
黄

蘗
染

ユ
1
1
4
－

2
6
4

明
応

8
年

1
1

月
5

日
1
4
9
9

木
版

刷
御

影
堂

妙
観

院
公

遍
等

連
署

起
請

文
杉

原
2
8
7

4
8
0

1
.6

7
0
.1

5
6
.6

0
.3

2
2
0

透
視

裏
2
2

僅
か

 裏
微

楮
軽

切
断

多
無

藍
無

ケ
2
0
2

6
5

天
文

2
3

年
正

月
晦

日
1
5
5
4

木
版

刷
御

影
堂

宝
厳

院
祐

重
起

請
文

漉
返

3
3
8

4
2
8

1
.2

7
0
.1

7
8
.3

0
.3

4
1
3

透
し

裏
4
0

透
し

 裏
微

楮
斐

軽
切

断
少

有
折

混
無

チ
2
1
1

平
均

2
9
1

4
3
3

1
.4

9
0
.1

3
5
.6

0
.3

5
1
6

2
9

最
大

値
3
3
8

5
1
4

1
.7

3
0
.2

1
0
.2

0
.5

8
2
2

4
1

最
小

値
2
4
6

3
2
0

1
.2

5
0
.0

7
2
.6

0
.2

5
1
2

2
0

起
請

文
日

付

 

表
3
 

文
書

群
別

料
紙

質
量

デ
ー

タ
比

較
 

文
書

グ
ル

ー
プ

縦
平

均
縦

最
大

縦
最

小
横

平
均

横
最

大
横

最
小

比
平

均
比

最
大

比
最

小
厚

平
均

厚
最

大
厚

最
小

重
平

均
重

最
大

重
最

小
密

平
均

密
最

大
密

最
小

簀
平

均
簀

最
大

簀
最

小
糸

平
均

糸
最

大
糸

最
小

1
A
百

合
文

書
起

請
文

2
9
1

3
3
8

2
4
6

4
3
3

5
1
4

3
2
0

1
.4

9
1
.7

3
1
.2

5
0
.1

3
0
.2

0
.0

7
5
.6

1
0
.2

2
.6

0
.3

5
0
.5

8
0
.2

5
1
6

2
2

1
2

2
9

4
1

2
0

2
B

御
影

堂
宝

印
3
0
0

3
3
8

2
7
3

4
8
3

5
1
4

3
9
9

1
.6

1
1
.7

3
1
.2

7
0
.1

3
0
.1

7
0
.0

7
5
.9

1
0
.2

3
0
.3

2
0
.5

0
.2

5
1
3

2
2

1
3

2
6

4
0

2
0

3
C

熊
野

山
宝

印
2
9
1

3
1
2

2
6
1

4
1
1

4
4
8

3
6
6

1
.4

1
1
.6

1
1
.2

8
0
.1

4
0
.2

0
.0

7
6
.1

9
.6

3
.4

0
.3

9
0
.5

1
0
.2

3
1
5

2
0

1
2

3
3

4
1

2
5

4
D

百
合

奉
行

奉
書

2
8
6

3
1
9

2
6
5

4
7
2

5
1
7

4
3
3

1
.6

5
1
.7

4
1
.5

3
5

E
百

合
奉

行
紙

質
調

査
2
7
8

2
8
6

2
6
5

4
6
6

4
7
6

4
2
5

1
.6

8
1
.7

4
1
.6

5
0
.1

5
1
.1

9
0
.1

4
.6

7
.1

2
.7

0
.2

3
0
.2

6
0
.2

1
8

1
9

1
4

2
2

2
3

2
1

6
F
琉

球
国

起
請

文
2
2
5

2
5
3

2
0
4

2
9
1

3
5
2

2
5
0

1
.2

9
1
.4

5
1
.1

4
0
.0

8
0
.1

1
0
.0

6
2
0

2
7

1
3

3
6

5
4

2
5

7
G

瑕
疵

有
牛

玉
紙

2
9
1

3
3
8

2
4
6

4
2
6

5
1
4

3
2
0

1
.4

6
1
.7

3
1
.2

5
0
.1

3
0
.2

0
.0

7
5
.6

9
.4

2
.8

0
.3

6
0
.5

8
0
.2

3
1
6

2
2

1
2

3
0

4
1

2
0

8
H

瑕
疵

無
牛

玉
紙

2
9
0

3
2
0

2
6
2

4
6
3

5
0
5

3
7
1

1
.6

1
.7

1
1
.4

2
0
.1

3
0
.1

8
0
.0

9
5
.8

1
0
.2

2
.6

0
.3

1
0
.4

4
0
.2

5
1
7

2
0

1
4

2
4

3
4

2
2

 
 

表
4
 

牛
玉

宝
印

種
別

紙
質

デ
ー

タ
集

計
Ⅰ

 

牛
玉

種
枚

数
漉

返
杉

原
楮

楮
斐

楮
椏

楮
竹

米
多

米
有

米
少

米
計

米
無

折
曲

損
傷

混
在

墨
付

藍
入

紙
片

瑕
疵

疵
無

1
御

影
堂

2
3

1
7

6
1
5

8
0

0
9

8
6

2
3

0
1
4

1
8

3
2

0
1
8

5
2

教
王

護
国

寺
2

0
2

2
0

0
0

0
2

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

2
3

千
手

堂
1

1
0

1
0

0
0

0
0

1
1

0
1

0
0

0
0

0
1

0
4

夜
叉

神
2

2
0

1
1

0
0

0
0

1
1

1
1

0
1

0
0

0
2

0
5

熊
野

山
2
1

2
0

1
1
1

8
1

1
5

1
4

1
0

1
1

1
2

5
1
0

0
2

2
2
0

1
6

那
智

瀧
2

2
0

0
1

0
0

0
0

0
0

2
1

1
1

0
0

0
2

0
7

金
峰

山
4

4
0

2
2

0
0

1
0

1
2

2
2

2
2

0
0

0
4

0
8

鞍
馬

寺
3

3
0

1
1

1
0

0
0

1
1

2
3

2
2

0
0

0
3

0
9

根
本

中
堂

1
1

0
0

0
1

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

0
0

1
0

1
0

日
吉

七
社

1
0

1
1

0
0

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
1

善
通

寺
1

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
1

0
1
2

彦
山

1
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0
1

1
1

1
0

0
0

1
0

1
3

珍
楽

寺
1

0
1

1
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1
4

八
幡

新
宮

1
0

1
1

0
0

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
5

福
田

寺
1

1
0

0
1

0
0

0
0

1
1

0
0

0
1

0
0

0
1

0
合

計
6
5

5
3

1
2

3
8

2
3

3
1

1
6

1
2

1
7

4
5

2
0

3
5

1
2

2
7

4
4

2
5
4

1
1
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表
5
 

琉
球

国
起

請
文

料
紙

紙
質

調
査

結
果

 

西
暦

文
書

名
縦

横
比

率
主

体
繊

維
紙

質
簀

数
糸

幅
米

粉
白

土
打

紙
折

目
染

紙
牛

玉
種

番
号

1
寛

文
1
0

年
　

5
月

1
5

日
1
6
7
0

琉
球

国
司

尚
貞

起
請

文
2
1
2

2
9
8

1
.4

1
斐

紙
主

体
間

似
合

2
4

多
有

軽
横

折
那

智
瀧

3
2
8
0
-
2

2
慶

長
1
6

年
　

9
月

2
0

日
1
6
1
1

琉
球

国
勝

連
親

方
外

五
名

連
署

起
請

文
2
1
7

2
9
1

1
.3

4
雁

皮
主

体
漉

返
紙

2
7

有
有

無
那

智
瀧

3
8
7
5
-
6

3
慶

長
2
0

年
　

6
月

吉
日

1
6
1
5

琉
球

国
摂

政
佐

敷
王

子
朝

昌
起

請
文

2
2
0

2
8
6

1
.3

楮
斐

交
漉

返
紙

2
1

少
多

軽
横

折
那

智
瀧

3
8
9
4
-
2

4
宝

永
7

年
　

5
月

吉
日

1
7
1
0

琉
球

国
司

尚
益

霊
社

起
請

文
2
0
9

2
6
3

1
.2

5
雁

皮
主

体
漉

返
紙

3
0

多
無

密
無

黄
蘗

染
那

智
瀧

6
3
4
5
-
2

5
正

徳
5

年
　

5
月

3
日

1
7
1
5

中
山

王
尚

敬
起

請
文

2
3
2

3
0
3

1
.3

1
楮

主
体

漉
返

紙
2
2

4
3

無
有

軽
無

黄
蘗

染
那

智
瀧

6
3
9
2
-
2

6
正

徳
3

年
　

5
月

吉
日

1
7
1
3

伊
舎

堂
盛

富
起

請
文

2
0
4

2
6
5

1
.3

雁
皮

主
体

漉
返

紙
2
1

2
7

多
無

密
無

那
智

瀧
6
5
3
8
-
3

7
元

禄
1
3

年
　

4
月

2
6

日
1
7
0
0

池
城

安
倚

起
請

文
（
粗

悪
）

2
1
2

2
9
3

1
.3

8
雁

皮
主

体
漉

返
紙

2
1

3
2

多
無

軽
横

折
切

黄
蘗

染
那

智
瀧

6
7
5
6
-
2

8
元

禄
1
4

年
　

4
月

2
0

日
1
7
0
1

田
場

良
衆

起
請

文
（
粗

悪
）

2
3
5

2
9
1

1
.2

4
楮

主
体

漉
返

紙
1
8

3
0

無
無

軽
無

那
智

瀧
6
7
5
7
-
2

9
元

禄
1
6

年
　

4
月

1
8

日
1
7
0
3

識
名

盛
命

起
請

文
2
1
3

2
9
8

1
.4

雁
皮

主
体

漉
返

紙
1
8

3
0

多
無

軽
無

黄
蘗

染
那

智
瀧

6
7
5
8
-
2

1
0

宝
永

2
年

　
1
2

月
1
8

日
1
7
0
5

越
来

朝
竒

起
請

文
2
0
7

2
9
4

1
.4

2
雁

皮
主

体
漉

返
紙

2
0

2
8

多
無

密
無

那
智

瀧
6
7
5
9
-
2

1
1

宝
永

8
年

　
4

月
2
5

日
1
7
1
1

田
島

朝
由

起
請

文
2
3
1

2
8
2

1
.2

2
楮

主
体

漉
返

紙
2
1

3
5

無
有

軽
無

那
智

瀧
6
7
6
1
-
2

1
2

宝
永

8
年

　
4

月
2
5

日
1
7
1
1

浦
添

良
意

起
請

文
2
3
1

2
7
8

1
.2

楮
主

体
漉

返
紙

1
8

3
3

無
有

軽
無

黄
蘗

染
那

智
瀧

6
7
6
2
-
2

1
3

正
徳

3
年

　
5

月
吉

日
1
7
1
3

豊
見

城
朝

匡
起

請
文

2
3
1

3
3
5

1
.4

5
楮

主
体

漉
返

紙
1
4

4
5

無
有

軽
無

黄
蘗

染
那

智
瀧

6
7
6
3
-
2

1
4

享
保

9
年

閏
4

月
2
3

日
1
7
2
4

摩
文

仁
安

政
起

請
文

（
粗

悪
）

2
2
9

2
6
3

1
.1

5
漉

返
紙

無
無

無
無

黄
蘗

染
那

智
瀧

6
8
0
4
-
2

1
5

宝
暦

5
年

　
5

月
9

日
1
7
5
5

中
山

王
尚

穆
起

請
文

2
1
7

2
6
0

1
.2

漉
返

紙
1
3

5
0

無
有

軽
無

黄
蘗

染
那

智
瀧

6
8
2
7
-
2

1
6

享
保

5
年

　
5

月
2
0

日
1
7
2
0

西
平

朝
叙

霊
社

起
請

文
2
5
0

2
9
8

1
.2

楮
主

体
漉

返
紙

2
1

5
4

有
有

軽
無

黄
蘗

染
那

智
瀧

6
8
4
5
-
2

1
7

享
保

8
年

　
5

月
1
6

日
1
7
2
3

大
城

朝
章

霊
社

起
請

文
2
4
3

3
2
4

1
.3

3
楮

主
体

漉
返

紙
1
8

4
7

無
少

軽
無

黄
蘗

染
熊

野
山

6
9
6
1
-
2

1
8

享
保

8
年

　
5

月
1
6

日
1
7
2
3

北
谷

朝
騎

霊
社

起
請

文
2
4
2

3
0
0

1
.2

4
楮

主
体

漉
返

紙
1
8

4
8

無
少

軽
無

黄
蘗

染
熊

野
山

6
9
6
2
-
2

1
9

享
保

1
1

年
　

5
月

1
6

日
1
7
2
6

嵩
原

安
満

霊
社

起
請

文
2
0
9

2
6
9

1
.2

9
雁

皮
主

体
漉

返
紙

2
2

3
2

有
有

無
那

智
瀧

7
0
1
7
-
8

2
0

享
保

1
4

年
　
正

月
2
6

日
1
7
2
9

具
志

頭
文

若
霊

社
起

請
文

2
2
5

2
6
7

1
.1

9
楮

主
体

漉
返

紙
1
6

3
5

無
有

軽
無

黄
蘗

染
那

智
瀧

7
1
3
5
-
2

2
1

享
保

2
1

年
　

3
月

6
日

1
7
3
6

謝
名

朝
栄

霊
社

起
請

文
2
0
8

2
8
6

1
.3

8
楮

主
体

漉
返

紙
1
8

無
有

軽
無

黄
蘗

染
那

智
瀧

7
2
1
0
-
2

2
2

延
享

3
年

　
3

月
2
6

日
1
7
4
6

今
帰

仁
朝

見
起

請
文

2
5
3

3
5
2

1
.3

9
楮

三
椏

交
漉

返
紙

2
4

2
5

無
有

軽
無

黄
蘗

染
熊

野
山

7
3
3
7
-
3

2
3

延
享

3
年

　
3

月
2
6

日
1
7
4
6

宜
野

湾
朝

雅
起

請
文

2
5
3

3
3
2

1
.3

1
楮

三
椏

交
漉

返
紙

2
4

無
有

軽
無

黄
蘗

染
熊

野
山

7
3
3
8
-
2

2
4

文
化

9
年

　
5

月
6

日
1
8
1
2

小
禄

良
和

起
請

文
2
1
8

2
5
0

1
.1

5
漉

返
漉

返
紙

1
9

2
8

有
有

軽
無

黄
蘗

染
那

智
瀧

8
0
0
6
-
2

平
均

2
2
5

2
9
1

1
.2

9
2
0

3
6

最
大

値
2
5
3

3
5
2

1
.4

5
2
7

5
4

最
小

値
2
0
4

2
5
0

1
.1

5
1
3

2
5

年
月

日
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表
6
 

牛
玉

宝
印

種
別

紙
質

デ
ー

タ
集

計
Ⅱ

 

牛
玉

種
枚

数
漉

返
杉

原
米

多
米

有
米

少
米

計
米

無
土

多
土

有
土

少
土

計
土

無
打

有
打

軽
打

無
黄

蘗
丁

子
染

有
染

計
染

無
1

御
影

堂
2
3

1
7

6
9

8
6

2
3

0
0

2
1

3
2
0

1
1
3

9
3

1
1

5
1
8

2
教

王
護

国
寺

2
0

2
0

2
0

2
0

0
0

0
0

2
0

0
2

0
0

0
0

2
3

千
手

堂
1

1
0

0
0

1
1

0
0

1
0

1
0

0
1

0
1

0
0

1
0

4
夜

叉
神

2
2

0
0

0
1

1
1

0
1

1
2

0
0

2
0

1
0

0
1

1
5

熊
野

山
2
1

2
0

1
5

1
4

1
0

1
1

0
8

4
1
2

9
0

2
0

1
5

2
5

1
2

9
6

那
智

瀧
2

2
0

0
0

0
0

2
0

1
0

1
1

0
2

0
1

0
0

1
1

7
金

峰
山

4
4

0
1

0
1

2
2

0
2

1
3

1
1

3
0

0
1

0
1

3
8

鞍
馬

寺
3

3
0

0
0

1
1

2
0

1
0

1
2

0
3

0
0

0
1

1
2

9
根

本
中

堂
1

1
0

0
1

0
1

0
0

1
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
1

1
0

日
吉

七
社

1
0

1
0

0
1

1
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

1
1
1

善
通

寺
1

1
0

0
0

0
0

1
0

1
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
1

1
2

彦
山

1
1

0
0

0
0

0
1

0
1

0
1

0
0

1
0

0
0

1
1

0
1
3

珍
楽

寺
1

0
1

1
0

0
1

0
0

1
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
1

1
4

八
幡

新
宮

1
0

1
0

0
1

1
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

1
1
5

福
田

寺
1

1
0

0
0

1
1

0
1

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
1

合
計

6
5

5
3

1
2

1
6

1
2

1
7

4
5

2
0

1
2
0

7
2
8

3
7

4
4
9

1
2

1
1

4
8

2
3

4
2
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